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国立大学法人名古屋大学事業報告書

「国立大学法人名古屋大学の概要」

１．目標

ミッション

１．人文・社会・自然の学問の壁を越えた研究のコミュニティを創出し、世界屈指の知的成

果を産み出す。

２．基幹的総合大学にふさわしい学術と文化の薫り高きキャンパスを実現し、豊かな人間性

を持つ、勇気ある知識人の育成に努める。

３．先端的および多面的な学術研究活動と、国内外で指導的役割を果たしうる人材の養成を

通じて、地域および産業の発展に貢献する。

４．国際的な学術連携および留学生教育の一層の充実を図り、世界とりわけアジア諸国との

交流に貢献する。

ヴィジョン

名古屋大学は、２０年を長期目標の期間として、研究と教育の創造的な活動を通じて、世界

屈指の知的成果の創成と勇気ある知識人を育成することを目指す。

２．業務

名古屋大学総長は、平成12年に制定された学術憲章と法人化に伴って策定された中期目標・中

、 、「 」 、期計画をもとに これまでの基盤整備の実績を踏まえ 名古屋大学運営の基本姿勢 を公表し

今後の教育、研究、管理運営に関する指針を明らかにした。

以下、中期目標・中期計画・平成16年度計画にしたがって、全体的な状況を述べる。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１．教育に関する目標

○全学教育

「全学教育カリキュラム」では、初年次の基礎科目と２年次以降の教養科目を通して、基礎か

ら応用への系統的学習を可能にしている。その実施にあたって、全学の教員が教育にあたる「全

（ ）」 。 「 」学教育 教養教育 体制を軌道にのせた 初年次教育として特に重視している 基礎セミナー

では、１クラス12人以下の少人数教育を実施して大きな教育成果をあげた。また、教員自身の教

育意欲を高めるために「全学教育ＦＤ」を充実させた。

○「特色ある大学教育支援プログラム（特色ＧＰ 」）

平成15年度の工学部・工学研究科の「創成型工学教育支援プログラム」に引き続き、高等教育

研究センターの「教員の自発的な授業改善の促進・支援－授業支援ツールを活用した授業デザイ

ン力の形成－」が特色ＧＰに採択された。この実績をもとに、シラバス設計を中心とする教育方

法の工夫改善を行った。

○学生支援

学生相談総合センターの支援のもとで、先輩学生が新入生の学習・生活上の様々な悩みの相談

に応じる「ピア・サポート」活動を開始した。また 「就職活動サポーター」制度は学生の就職、

活動の支援に大きな力を発揮し、この活動に対して「総長顕彰」として表彰した。福利厚生・課

外活動の振興を図るため、平成17年度から毎年度１億円の予算枠を確保することを決定した。
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２．研究に関する目標

○外部競争的資金の高い獲得力

平成16年度内に獲得した外部競争的資金は総額140.4億円に上る。特に科学研究費補助金（平

成16年8月23日文部科学省発表）は1,079件採択され、総額59.8億円で全国５位、配分額／採択件

数は554万円で全国２位であった。これらのデータは、大学が有する人的資源が、研究者個々で

も、また総合的な平均値としてもきわめて質が高いことを示す数値として特筆すべきである。こ

れら獲得した外部資金を活用して、質の高い多様な教育研究活動を展開した。

○２１世紀ＣＯＥプログラム研究拠点による研究成果

平成16年度に新たに１件が拠点に採択され、合計14拠点が活発な教育研究活動を行った。平成

14年度採択の７拠点の中間評価では、３拠点が最高ランク、他の４拠点も次のランクに位置づけ

られ、全体として高く評価された。平成16年度中のＣＯＥ拠点メンバー（243名）の発表総論文

数は約1,850編にのぼり、メンバーがフンボルト賞、サクライ賞、日本学術振興会賞をはじめ、

多数の国内外の賞を受け、質・量ともに高い研究成果を挙げた。また、博士研究員104名、ＲＡ

347名を雇用するなど、ＣＯＥ拠点形成経費の約50％を人件費に充当し、若手研究者を中心に高

度な研究教育を進める人材の育成に努めた。さらにプログラム終了後、名古屋大学が総合的な学

術研究の拠点となるために、各ＣＯＥ拠点の若手メンバーによるＷＧを発足させ、今後の体制づ

くりの検討を始めた。

○高等研究院における研究活動

特に独創性の高い学術研究を、文系理系あるいは分野を問わずに集中的に推進するための研究

専念組織である高等研究院では、平成16年度に新たに11件の研究プロジェクトを採択し、合計37

件のプロジェクトを実施した。流動教員の90％以上がＣＯＥ拠点メンバーであり、ＣＯＥ拠点形

成活動との連携が有効に機能しつつある。また、流動教員である丹羽教授が仁科記念賞を受賞す

るなど流動教員全体（39名）で21件の受賞があった。

高度な研究環境を整えるため高等総合研究館を完成させた。さらに、本学の学術戦略を国際レ

Ｉnternational Advisoryベルで評価・提言し、研究活動を一層活性化させるために、高等研究院に

を設置することを決定した。Board

○名古屋大学独自の研究費

大学独自の公募型研究プログラムを設け、その採択にあたっては、新しい研究分野を育てると

いう視点で審査して、以下の研究費を配分した。

（ ） 、 、全学研究奨励費 総長裁量経費 は 特に萌芽的研究の掘り起こしに焦点を当てたものであり

平成16年度より総長裁量経費のうち4,500万円を充てた。46件の応募から、18件を採択し研究助

成を行った。

名古屋大学学術振興基金は、寄附を受けた資金の一部を学術研究に助成する制度であり、研究

（ ）、 、 （ ）助成 主として若手研究者 研究集会・シンポジウム助成 海外派遣助成 主として大学院生

などに総額1,922万円を助成した。

赤﨑記念研究事業は、赤﨑勇特別教授による青色発光ダイオードの発明に係わる特許の実施料

収入を活用して 「地域社会への貢献 「産学連携のさらなる推進」を目的としており、一般研、 」

究助成22件、産学連携助成２件に、総額4,900万円を助成した。

○エコトピア科学研究機構の創設

人間を中心とした環境調和型の循環・再生社会（エコトピア）の創生のために、既存の研究セ

ンターを統合・再編して「エコトピア科学研究機構」を設立し、さらに平成17年度からは、同機

「 」 。 、構を改組して エコトピア科学研究所 とすることを決定した ３件の国際シンポジウムの開催

中国科学院との学術協定締結をはじめとする国際学術交流、産学官学術交流を推進すると共に、

寄附研究部門２講座を新たに設置した。

３．国際交流・社会連携・附属病院等に関する事項

○社会連携の推進

名古屋大学の最先端の研究成果をもとに21世紀の学術研究を展望することを目的に、大阪で関

西フォーラムを開催し、約600名の参加者を得た。赤﨑勇特別教授の講演、４ＣＯＥ拠点の研究

発表、36の多彩な研究展示ブースを舞台にした産学交流会を実施した。このほかテクノフェア、
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第２回東京フォーラム2005を実施した。

○国際交流の推進

シドニー大学との共催で、第２回ＡＣ２１（アカデミック・コンソーシアム２１）国際フォー

。 、 「 」ラムをシドニーで開催した 世界12カ国 25大学・機関が参加し ２１世紀の大学・都市・社会

のテーマのもとで議論した。加えて、平成17年度に本学で「学生世界フォーラム」を開催するこ

。 、 「 （ ）」 。とを決定した また 中国上海に 名古屋大学上海連絡事務所 仮称 の設立準備を開始した

さらにアジア地域と連携して、法整備支援（法政国際教育協力研究センター 、食糧・農業・環）

境教育のためのｅ-Learning大学院教育プログラムの開発（農学国際教育協力研究センター）な

どの研究教育活動を行った。

○附属病院の業務改善

外科病棟および手術部での業務プロセスについて、職種毎に業務分析、評価を実施し、投資効

果と機動力を高める増員計画（麻酔医師５名、救急集中治療医師９名、診療情報管理士２名、看

護師24名）を策定した。

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標

○全学的組織運営体制の強化

総長および各理事の下に、担当分野に応じた総長補佐と事務組織を配置した全学運営統括部を

設置した。特に、総長補佐を14名から21名へ増員すると共に、総長・理事・総長補佐の会合を定

期的に開催して連携を強化した。

○審議体制の効率化

役員会、教育研究評議会、経営協議会および部局長会の下に、担当理事を委員長として、部局

、 、 （ 、 、 、長 評議員 総長補佐等で構成される９つの基幹委員会 計画・評価 組織・運営 人事・労務

財務、施設・安全、病院・医系、研究・国際交流、全学教育、将来構想）を設置し、２年計画で

効率的な全学組織運営体制の構築に着手した。

○人事評価の基準整備

経営的観点から、管理職に対する特別昇給、勤勉手当優良者の決定を役員会において行うこと

とした。

○業務監査の実施

監事が大学の実態を把握し、監査計画をまとめ、それに基づき業務監査を実施した。附属病院

については、監事の改善試案を基に、管理・運営の改善に努めた。

○業務の合理化および機能強化

①全学技術センター、②評価企画室、③国際企画室、④法務室、⑤男女共同参画室等の諸組織

を改組・新設し業務の合理化に着手した。

○事務等の効率化・合理化

（ 、 、 、 、 、 ）事務改善合理化委員会の下に６つの専門委員会 総務 財務 研究・国際 施設 学務 図書

を設置し、業務の見直し作業を行った。さらに、総長補佐を中心に若手事務職員も加えて、教職

員一体となった業務合理化活動も開始した。

○職場環境の改善

法人化に際し東山地区事業場の産業医として選任した２名に加え、新たにメンタルヘルスケア

専門医１名を配置し、相談体制の充実を図った。

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標

○外部資金の獲得

科学研究費補助金等の外部資金の獲得額は140.4億円となり、平成15年度に比べ、7.5億円増加

した 「教育研究経費教育研究活性化経費傾斜配分取扱要領」を制定し、その対象項目に「科学。

研究費の獲得促進のため採択率」を加えたことにより、申請率が特段に上がった。

○自己収入

附属病院では、月次の収益、損益、病床の稼働状況のモニター等により業務実態を把握し、事

業情報を現場にフィードバックする等様々な施策により、附属病院の収益が当初予算額を約14億
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円弱上回った。

○経費の抑制

料金後納郵便、ガス大口供給契約、契約電力・複写機賃貸借契約等の見直しを実施することに

より、4,500万円の経費を節減した。ＯＡ機器、電灯、空調機等の節電によりエネルギー経費を

10％相当節約した。

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標

○評価体制・システムの充実

「計画・評価委員会」の下に「全学計画・評価担当者会議」を設置し、計画の立案とその実施

評価に関する情報が迅速に共有される体制を構築した。さらに、同委員会が機動的に機能するよ

う「計画・評価小委員会」を設置した。評価企画室・総務企画部企画課では、学問分野の広がり

を俯瞰し、全学的にとりまとめるため、各部局の中期目標・中期計画、年度計画、実施状況を集

約する「共通書式による計画・評価データ集積・統合システム」を試作し、活用した。

○情報公開、広報活動等の推進

計画・評価委員会の下に「情報公開・個人情報保護小委員会」を設置し、情報開示等への対応

体制を整えた。全学広報に関する実態調査とその精査を行い、運営事情に精通した教員、専門的

な技術・知識をもったスタッフ等から構成される新組織「広報室（仮称 」の設立準備を開始し）

た。

Ⅴ その他の業務運営に関する目標

○環境安全・防災体制の整備

学内の環境安全の確保に関する基本方針および実施方策等を策定するため、新たに「環境安全

防災委員会」を設置した。

○安全衛生管理体制の確立

「名古屋大学安全衛生管理規程」を制定した。病院・環境安全関係担当理事を任用し、事業場

、 、として東山・鶴舞・大幸・東郷・豊川地区を定め 東山・鶴舞地区事業場に総括安全衛生管理者

各部局に部局安全管理者・部局安全管理担当者を配置した。また「安全衛生総括委員会」を設置

し、衛生管理者による巡視要領、災害（事故）の分類・報告書様式・原因調査システム等を定め

た。

○化学物質・実験排水に関するリスク管理体制の整備

「名古屋大学化学物質管理システム」の全学的な運用を開始した。実験排水の監視を徹底する

ため、東山地区では、ｐＨの24時間連続モニターシステムを整備し、Webサイト上で経時データ

の常時閲覧を可能とした。

○省エネルギーへの積極的な取り組み

主要地区の毎月のエネルギー使用量をWebサイト上で学内に公表し、省エネ意識啓発活動を推

進すると共に 「名大エネルギー・マネジメント研究・検討会」を設置した。また 「名古屋大、 、

学におけるエネルギーの使用の合理化に関する規程」を制定し、東山団地・鶴舞団地の「エネル

ギー管理標準」を策定した。

○耐震対策

一部の部局においては、測定機器など重量物の耐震対策状況を調査し、固定化に着手した。

○野依記念学術交流館および野依記念物質科学研究館の活用

野依良治特別教授のノーベル賞受賞を記念して、野依記念学術交流館および野依記念物質科学

研究館を建設し、16年度から本格運用を開始した。

○赤﨑記念研究事業による「赤﨑記念研究館」の建設

赤﨑記念研究事業の一環として、21世紀の新材料と新デバイス創成のための基盤研究を推進す

ることを目的に 「赤﨑記念研究館」の建設を決定した。、
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３．事務所等の所在地

大学本部 ： 愛知県名古屋市千種区不老町

鶴舞地区 ： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町６５

大幸地区 ： 愛知県名古屋市東区大幸南１－１－２０

豊川地区 ： 愛知県豊川市穂ノ原３－１３

４．資本金の状況

７２，５９２，７７２，６４８円（全額 政府出資）

５．役員の状況

役員の定数は、国立大学法人法第１０条により、学長１人、理事７人、監事２人。

任期は国立大学法人法第１５条の規定及び国立大学法人名古屋大学の役員等に関する規程の定める

ところによる。

役職 氏 名 就任年月日 主 な 経 歴

学長 平野 眞一 平成16年４月１日 平成11年４月 高温エネルギー変換研究センター長

～平成21年３月31日 平成14年４月 先端技術共同研究センター長

平成15年４月 工学研究科長

理事 山下 廣順 平成16年４月１日 平成12年１月 理学研究科長

～平成18年３月31日

理事 中島 泉 平成16年４月１日 平成９年４月 医学部長

～平成18年３月31日 平成14年10月 総長特別補佐

平成15年４月 副総長

理事 森 英樹 平成16年４月１日 平成８年４月 法学部長

～平成18年３月31日

理事 若尾 祐司 平成16年４月１日 平成11年11月 文学部長

～平成18年３月31日 平成12年４月 文学研究科長

理事 山本 進一 平成16年４月１日 平成14年４月 生命農学研究科長

～平成18年３月31日

理事 渡橋 正博 平成16年４月１日 平成15年４月 事務局長

～平成18年３月31日
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理事 林 光佑 平成17年４月１日 昭和58年４月 名古屋弁護士会副会長

～平成18年３月31日 平成10年４月 日本弁護士連合会副会長

名古屋弁護士会会長

中部弁護士連合会理事長

監事 木村 洋一 平成16年４月１日 平成３年６月 中部電力（株）

～平成18年３月31日 取締役燃料部長

平成５年６月 中部電力（株）

常務取締役企画室長

平成７年６月 中部テレコミュニケーション（株）

代表取締役社長

平成15年６月 中部テレコミュニケーション（株）

相談役

監事 湯本 秀之 平成16年４月１日 昭和60年11月 監査法人等松青木会計事務所

～平成18年３月31日 平成元年10月 監査法人伊東会計事務所

平成15年６月 中央青山監査法人

６．職員の状況

教員 １，８０４人

職員 １，７２４人

７．学部等の構成

、 、 、 、 、 、 、 、学部 文学部 教育学部 法学部 経済学部 情報文化学部 理学部 医学部 工学部

農学部

研究科 文学研究科、教育発達科学研究科、法学研究科、経済学研究科、理学研究科、

医学系研究科、工学研究科、生命農学研究科、国際開発研究科、多元数理科学研

究科、国際言語文化研究科、環境学研究科、情報科学研究科

附置研究所 環境医学研究所、太陽地球環境研究所

８．学生の状況

総学生数 １５，８１１人 （平成１６年５月１日現在）

学部学生 ９，８１８人

博士前期課程 ３，５５０人

博士後期課程 ２，３６１人

専門職学位課程 ８２人
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９．設立の根拠となる法律名

国立大学法人法

１０．主務大臣

文部科学大臣

１１．沿革

名古屋大学は1939（昭和14）年、医学部と理工学部の２学部で、我が国最後の帝国大学として

創設された。1947（昭和22）年に名古屋大学（旧制）と改称。1949（昭和24）年には、学制改革

により、旧制名古屋大学、附属医学専門部、第八高等学校、名古屋経済専門学校、岡崎高等師範

学校を包括し、文学部、教育学部、法経学部、理学部、医学部、工学部の６学部からなる新制名

古屋大学として再出発した その後 1950 昭和25 年の法学部と経済学部の分離独立 1951 昭。 、 （ ） 、 （

和26）年の農学部設置で８学部となり、総合大学として整備を進めてきた。1993（平成５）年、

教養部改組に伴う大幅な教育改革を行い、新たに時代の要請に応える情報文化学部を９番目の学

部として設置するとともに、学部四年一貫教育を導入した。

一方、戦後の学制改革によって1953（昭和28）年に修士課程２年、博士課程３年の新制大学院

が設置され、文学、教育学、法学、経済学、理学、工学の６研究科で発足した。その後、医学、

農学の２研究科が設置され、当時あった８学部すべてが大学院を持つことになった。

また、学部に基礎を置かない大学院独立研究科として、1991（平成３）年に国際開発研究科、

（ ） 、 （ ） 、 （ ）1992 平成４ 年に人間情報学研究科 1995 平成７ 年に多元数理科学研究科 1998 平成10

年に国際言語文化研究科、2001（平成13）年に環境学研究科、2003（平成15）年に情報科学研究

科をそれぞれ設置（これにともない人間情報学研究科は廃止）し、現在、大学院は13研究科とな

った。

このほか、現在、２附置研究所、１研究機構、２全国共同利用施設、26学内共同教育研究施設

を擁している。
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１２．経営協議会・教育研究評議会

○ 経営協議会（国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関）

氏 名 現 職

加藤 鐵夫 （独）農林漁業信用基金副理事長

兼松 顯 名城大学学長

郷 通子 長浜バイオ大学バイオサイエンス学部長

小林 秀資 （財）長寿科学振興財団理事長

齋藤 明彦 トヨタ自動車（株）取締役副社長

榊原 定征 東レ（株）取締役社長

柴田 昌治 日本ガイシ（株）代表取締役会長

角田 牛夫 中日新聞社常務取締役

丹羽宇一郎 伊藤忠商事（株）取締役社長

平野 眞一 総長

山下 廣順 理事・副総長

中島 泉 理事・副総長

森 英樹 理事・副総長

若尾 祐司 理事・副総長

山本 進一 理事・副総長

渡橋 正博 理事・事務局長

井口 昭久 医学部附属病院長

伊藤 義人 附属図書館長
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○ 教育研究評議会（国立大学法人の教育研究に関する重要事項を審議する機関）

氏 名 現 職

平野 眞一 総長

山下 廣順 副総長

若尾 祐司 副総長

山本 進一 副総長

杉山 寛行 文学研究科長

村上 隆 教育発達科学研究科長

佐分 晴夫 法学研究科長

友杉 芳正 経済学研究科長

八田 武志 情報文化学部長

大峯 巖 理学研究科長

杉浦 康夫 医学系研究科長

澤木 宣彦 工学研究科長

松田 幹 生命農学研究科長

中西 久枝 国際開発研究科長

浪川 幸彦 多元数理科学研究科長

近藤 健二 国際言語文化研究科長

黒田 達朗 環境学研究科長

阿草 清滋 情報科学研究科長

児玉 逸雄 環境医学研究所長

上出 洋介 太陽地球環境研究所長

伊藤 義人 附属図書館長
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井口 昭久 医学部附属病院長

島岡 清 総合保健体育科学センター長

松井 恒雄 エコトピア科学研究機構長

江村 治樹 文学研究科 教授

寺田 盛紀 教育発達科学研究科 教授

和田 肇 法学研究科 教授

友杉 芳正 経済学研究科 教授

佐藤 正俊 理学研究科 教授

高橋 雅英 医学系研究科 教授

宮田 隆司 工学研究科 教授

小林 迪弘 生命農学研究科 教授

櫻井 龍彦 国際開発研究科 教授

金銅 誠之 多元数理科学研究科 教授

吉村 正和 国際言語文化研究科 教授

林 良嗣 環境学研究科 教授

井原 俊輔 情報科学研究科 教授

末松 良一 留学生センター 教授

巽 和行 物質科学国際研究センター 教授

浅井 滋生 工学研究科 教授

河野 正憲 法学研究科 教授

近藤 孝男 理学研究科 教授

本城 秀次 教育発達科学研究科 教授
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「事業の実施状況」

Ⅰ．大学の教育研究と質の向上

１．教育に関する実施状況

（１）教育の成果に関する実施状況

中期 （国際水準の教育成果の達成）

目標 ① 質の高い教養教育と専門教育を教授し、国際的に評価される教育成果の達成

を目指す。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１ 全学教育体制の 知的活動を通じてわが国の将来 平成16年度海外先進教育実践プログラム

強化策を講ずると の社会をリードできる人材の育 派遣事業に採択された５件の事業により，

ともに、教養教育 成、優れた研究者、高度専門職業 国際水準の教育に関する海外実績調査を行

院の整備拡充を図 人の育成のために、最適な教育シ っている。

る。 ステムを構築し国際水準の教育を 全学教育委員会を設置し 『理学部教育、

目指す。 検討委員会中間まとめ』を取り上げ、全学

２ 全学教育 学部 教養教育院が統括する全学教育 教育（教養教育）と専門教育の連携につい、 、

大学院の間におけ （教養教育）と、各部局が担当す て事例検討を行った。

る教育内容の一貫 る専門教育の連携を強化し、効果 教養教育院副院長および教育システム担

性の向上を図る。 的で一貫性のある大学教育のあり 当教員（助教授）を配置し（兼務 、教養）

方について全学的な教育委員会を 教育院の体制を強化した。また、実験担当

新たに設置して全般的に検討す 講師（物理学）を採用した。

る。 多様な履修状況の学生に配慮した自主的

教養教育院に副院長（兼務）と 学習支援システムの構築に向けて検討を行

教育システム担当の教員（兼務） うとともに，特別教育研究経費に採択され

を置き、全学教育（教養教育）の た「e-Learningを活用した自主的学習支援

実施体制を強化し、入学時におい 事業」の開発を行っている。

て多様な履修状況の学生がいるこ

とを配慮して、これに対する初年

次教育の検討を行う。

３ 領域型分野及び 領域型分野を担う各学部・研究 環境学研究科は外部評価を行い、カリキ

文理融合型分野の 科、並びに、文理融合型分野を担 ュラムと教育体制の運用について検討し

専門教育の充実を う環境学研究科 情報科学研究科 た。、 、

図る。 情報文化学部においては、専門教 工学研究科と情報科学研究科が共同し、

育のあり方と進行状況を把握し、 （株）東芝との研究インターンシップに調

４ 文理融合型分野 今後の専門教育の方向性を検討す 印した。

の専門教育組織の る。 情報文化学部では文理融合型学部導入科

創設を図る。 さらに、今後発展の期待できる 目「人類生存のための科学」を中心とした

異分野間（文理、理理、文文）の 学部基礎教育に関するシンポジウムを行っ

連携について検討する。 た。

既存の文理融合型研究科の実績 組織・運営委員会において、エコトピア

を検証しつつ、今後の融合型分野 科学研究機構のエコトピア研究所への再編

の専門教育組織のあり方について 計画との関連で、新たな文理融合型分野の

将来構想委員会を設置し検討す 開拓について検討し、教員1名の配置を決

る。 定した。



- 12 -

５ 高度専門職業人 平成16年度に設置した法科大学 法科大学院等専門職大学院支援プログラ

養成を始めとする 院の教育体制強化に努め、社会連 ムに採択された「自分の技量を随時確認で

生涯教育体制の充 携の観点に立ち、専門職大学院に きる多様な環境構築（単独 」及び「実務）

実を図る。 おける高年次教養教育としてのリ 技能教育教材共同開発共有プロジェクト

ベラルアーツの重要性に配慮した （共同 」により，法科大学院の教育体制）

全学共有カリキュラム体制を含 の強化を図っている。

め、社会から強く要請される高度 また、全学教育委員会においても「専門

専門職業人養成および生涯教育の 職大学院構想検討特別委員会報告（案 」）

あり方について全学教育委員会等 を教材として検討を行った。

で検討する。

６ 教育の成果・効 全学教育（教養教育）に関して 全学教育の教務関連データについては、

果を検証するため は、教養教育院統括部評価専門委 平成15年度分を「名古屋大学における全学

の自己点検・評価 員会において、また、学部・大学 教育―その現状と課題 （平成16年７月）」

を行うとともに第 院教育に関しては、各部局の教務 として刊行した。引き続き、平成16年度分

三者評価を積極的 関連委員会において点検・評価に の刊行準備を進めた。

に導入する。 関わるデータを収集し、評価・分 経済学部、情報文化学部、工学部、理学

析のシステム作りを開始する。各 部数理学科・多元数理科学研究科、国際開

部局の計画に従ってピア・レヴュ 発研究科、教育発達科学研究科（心理発達

ーの準備を行う。 科学専攻）等において学生による授業評価

アンケートを実施した。平成15年度に設置

された情報科学研究科では、評価に関する

担当委員会を設置し、活動を開始した。

その他、ピア・レビューやシンポジウム

の企画により、文学研究科、教育発達科学

研究科、情報文化学部、環境学研究科にお

いて、カリキュラムや教育体制についての

第三者評価を実施した。
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（２）教育内容等に関する実施状況

中期 （入学者選抜システムの改善）

目標 ① 優れた資質を持つ学生を集めるために、学生の受入方針を明示し、それに

合致した適切な入学者選抜方法を工夫する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１ 魅力ある教育プ 平成19年度以降の入学者選抜方 前期日程試験の充実と受験機会の複数化

ログラムに裏打ち 式の抜本的改善に向けて、全国の を視野に入れながら入学試験制度検討委員

された独自な学生 主要大学の入試関連の情報並びに 会、入試改革プロジェクト、入試改革ＷＧ

の受入方針を策定 動向の調査・分析を綿密に行いつ において平成19年度入学者選抜に関して全

する。 つ、入試改革案の全学的検討を推 学的に検討した。その結果、教育学・法学

進する。全国の主要大学や欧米の ・経済学・情報文化学・工学の５学部で後

２ 学生の受入方針 大学の入試専門部署の実態につい 期日程試験を廃止し、また教育学・情報文

に基づき、優れた て調査し、本学にふさわしいアド 化学の２学部では新たに推薦入試を導入す

資質を持つ適正規 ミッション・センターのあり方を ることを決定し、公表した。

模の入学者を確保 検討する。課題探求力と課題解決 学生の受入方針については、入試改革プ

する。 力を育成するための教育の現状を ロジェクトと入試改革ＷＧで調査と検討を

調査・分析し、入学試験制度検討 行った。また、入試専門部署（アドミッシ

３ 入学者選抜シス 委員会で学生の受入方針を検討す ョン・センター）のあり方に関して、内外

テムの改善を図る る。 の主要大学の実態に関する訪問調査に基づ

専門スタッフを充 いて分析を行った。

実する。
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中期 （学生の育成）

目標 ② 魅力ある独自な教育プログラムを提供し、優れた人材の育成を図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

４ 魅力ある教育プ 名古屋大学の教育の目標の達成 基礎科目・教養科目を統括する教養教育

ログラムを提供し のために最適な教育システムを構 院では、統括会議において、全学教育科目、

それに沿った実効 築する。その第一歩として、基礎 の成績評価基準の明確化をめざし、評価基

ある教育を実施す 科目、教養科目及び専門科目、さ 準の素案を示した。

る。 らには自然科学と人文・社会科学 魅力ある教育プログラムを作り上げるた

に関し、授業の方式や到達目標の めに、総長裁量経費を充てて、文学研究科

５ 教育プログラム 異同に配慮した科目区分ごとの成 において文系コア・カリキュラム開発のシ

の水準を保証する 績評価方法及び指針の検討を行 ンポジウムを開催し、現状分析を行った。

適正な成績評価を う。魅力ある教育のあり方、並び また理系のカリキュラムに関しては、理

実施する。 にそれを実行する教育プログラム 学研究科において 「理学教育検討委員会、

・システムとの整合性について検 中間まとめ（第３次素案 」を作成し、全）

討を開始する。 学教育を含む教育プログラム・システム全

般について、抜本的な改革を目指す考え方

を提示した。

６ 特に優れた資質 種々の奨学金の活用によって優 優れた学生への経済的援助を推進する観

を持つ学生に経済 れた学生への経済的援助を行う。 点から、地方公共団体、公益法人等の奨学

的援助を提供する 優れた学生に対する経済的援助に 生推薦について、学業成績に重点を置いた。

関するワーキンググループを本部 本学独自の推薦基準を定めた。また、日本

学生生活委員会の下に設置し、方 学生支援機構が平成16年度から設置した

針・運営方法等を検討する。 「優れた業績による返還免除制度」を受け

て、奨学金返還免除候補者選考規程等を整

備した。

本部学生生活委員会・全学教育委員会の

下に学生支援検討ＷＧを設置し、特に優れ

た資質を持つ学生に対する経済的援助と、

名古屋大学独自の育英奨学金の立ち上げに

ついて検討し、規程の作成に着手した。

７ 全国レベルで活 本部学生生活委員会において、 体育会会長表彰として、国際的規模競技

「 」躍できる人材を育 課外活動の多面的な発展に向けて 会参加や国体で３位以内入賞等は 特別賞

成するため、課外 検討を始めるとともに、特色ある を、国体の参加や各種学生大会等での優勝

活動プログラムに 活動をしている学生を顕彰する。 等は「一般賞」を授与し、表彰状及び記念

特別の支援を行う 品を贈呈した。総長顕彰制度として、ボラ。

ンティア活動等の社会的貢献活動や、課外

活動で顕著な実績を挙げた者等へ表彰状及

び副賞を授与した。

学生支援検討ＷＧにおいて、スポーツの

専門家や芸術家等による講習会や、課外活

動に対する経済的援助のさらなる充実策に

ついて検討を行った。
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中期 （教育プログラムの国際化）

目標 ③ 国際的に通用する教育プログラムの開発を促進し、その支援策を講ずる。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

８ 学部及び大学院 本学における留学生数の増加に 留学生センターの日本語教育プログラム

での英語による教 伴う学習環境の変化に対応するた により、延べ1,112名の留学生に日本語教

育プログラムの開 めに、日本語教育プログラムの充 育を実施した。学習機会の多様化を図るた

講数と受講者数を 実に取り組むとともに、地域日本 めに、オンライン中・上級読解・作文コー

増加させる。 語ボランティアの協力による留学 スの試行、オンライン漢字コース教材の作

生との交流活動を実施する また 成、中国語・韓国語版初級日本語文法教材。 、

９ 留学生に対する 本学からの留学生と海外からの留 の作成を行ったほか、日本語ボランティア

日本語教育プログ 学生の単位互換の現状を把握する 団体「さくらの会」が、107名の留学生と

ラムを強化する。 ために、留学生へのアンケートや 交流・勉強会を57回実施した。

インタビューなどによって広く意 多様な日本語学習ニーズに応えるため、

10 海外の大学との 見を聞き、アジア太平洋大学交流 日本語教育プログラム・全学向け日本語講

単位互換プログラ 機構（ＵＭＡＰ）及び海外の協定 座の拡充計画を策定した。

ムの充実を図る。 大学等との単位互換について検討 新たに医学研究科がモンゴル健康科学大

する。 学と学術交流協定を締結し、総計は189件

学生の英語力強化と外国人留学 となった。環境学研究科、経済学研究科で

生に対する英語による授業提供の は、海外留学を促進するための単位規程の

両者の観点から、英語による専門 見直しに着手した。ＡＣ２１加盟校、中国

授業の開講を促進する。 ・韓国の８協定校と教育プログラムについ

ての情報交換を行ったほか、短期留学プロ

グラム（ＮＵＰＡＣＥ）により本学で取得

した単位の在籍校における認定状況を調査

した。

法学研究科、理学研究科、国際開発研究

科等では英語授業の開講数を増やし、文学

研究科、経済学研究科、国際開発研究科、

環境学研究科等においては、英語授業開講

数の増加策について検討した。その他、外

国人客員・招聘研究者によるセミナー、講

演などの聴講を学生に促し、多様な学習機

会を設けた。
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（３）教育の実施体制等に関する実施状況

中期 （優れた教育者の確保）

目標 ① 教育業績を重視した人材採用を推進するとともに、大学全体の教育実施体制

の強化を図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１ 優れた教育業績 研究業績に裏打ちされ、かつ、 文学研究科、医学系研究科、情報科学研

を持つ研究者の採 優れた教育業績を持つ教員を確保 究科、総合保健体育科学センター、および

用を増やす。 するために、教育業績を評価する 年代測定総合研究センターにおいて、研究

方法について基礎データを収集 業績のほか教育業績も採用条件に明記し、

２ 教養教育院の教 し、検討を開始する。 判断基準に加えた。教養教育院に教育シス

員体制を充実する 教養教育院に教育システム担当 テム担当の助教授（兼務）を置き、教員の。

の教員（兼務）を置き、教育改善 授業担当実績データの整備を行った。新任

３ 教育の専門能力 の基礎データを整備するととも 教員の教育研修に関しては、高等教育研究

を向上させる新任 に、全学の教員による全学教育の センターにおいて平成17年度初頭の新任教

教員研修を奨励す 実施体制を強化する。 員研修プログラムを準備した。

る。 新任教員の教育能力と教育意識

を高めるために、定期的に研修を

実施する。

中期 （教育の質の評価と改善）

目標 ② 教育の内容及び方法に関する評価を実施し、その質と水準の向上を図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

４ 世界最高水準に 協定大学等の教育プログラムの 平成16年度特色ＧＰのテーマ３「教育方

ある協定大学と相 体系、カリキュラム等を比較し、 法の工夫改善」に、高等教育研究センター

互に教育方法等に 教育改善方策に取り組む 「全学 より「教員の自発的な授業改善の促進・支。

関する情報を交換 教育担当教員ＦＤ」を年２回開催 援―授業支援ツールを活用した授業デザイ

し、教育改善を図 し、教員参加者数の増加を図る。 ン力の形成」を申請し、採択された。

る。 また、各科目別ＦＤ、学部教育Ｆ また同センターに対し 総長裁量経費 大、 「

Ｄにおいて授業実践報告を実施 学における教養教育カリキュラムの比較研

５ 教授法と技術の し 模範的授業の事例蓄積を図る 究」を充て、国内外のカリキュラム調査を、 。

向上に必要なＦＤ 行い、教育改善方策の基礎資料の作成を開

活動を推進する。 始した。

全学教育担当教員ＦＤを２回開催し、延

べ532名の参加者があった その記録を 名。 「

古屋大学全学教育ＦＤ活動報告書」にまと

めた。

「豊かな教養教育を目指して―全学教育

事例集」平成16年度版を刊行し、優れた事

例を蓄積した。
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６ 在学生及び卒業 学部専門教育の授業評価アンケ 理学部数理学科、情報文化学部、経済学

生に教育満足度調 ートの充実を図る。併せて全学教 部、工学部で、学部専門教育に関する授業

査を定期的に実施 育（教養教育）の授業評価アンケ 評価アンケートを実施し、その結果を教員

し、教授・学習の ートを継続して行い、授業満足度 にフィードバックした。また農学部では満

質の見直しと改善 の意見分布を把握して授業改善に 足度調査を実施した。教育学部、情報文化

に役立てる。 役立てる。 学部で満足度調査のための実施組織を立ち

上げ、満足度指標の検討などを行った。文

学部、医学部でも授業評価アンケートの内

容を検討した。全学教育（教養教育）に関

しては、全科目を対象（実施率９割）に授

業評価アンケートを行った。これに基づき

科目別の授業満足度分析を行い、その結果

を整理し、授業改善の参考資料とした。

７ 学生の理解度等 全学教育（教養教育）の科目区 全学教育（教養教育）の科目別に、前期

が容易に把握でき 分単位で 学生の授業目標到達度 分について成績分布の分析を行った。科目、 、

るようにするため 満足度（平均値）と成績分布との 別の授業満足度調査は、授業評価アンケー

に学生の成績デー 比較をもとに授業理解度を整理検 トにより継続的に行っている。平成15年度

タ情報を充実させ 討し、データの蓄積を図るととも 分のアンケート結果を整理・分析して取り

る。 に、その結果を教養教育院の刊行 まとめ 「授業アンケート調査報告書」を、

物において公表する。 刊行した。

学部教育においても目標到達 学部での理解度調査については、理学部

（ ） 、度、理解度の調査を始める。 数理学科 多元数理科学研究科 において

個人別に成績状況を整理するためのソフト

ウェアを開発し、指導が必要と思われる学

生に個別面談を実施した。

８ 評価情報分析室 評価情報分析室を中心に、教員 評価企画室（旧評価情報分析室 、情報）

を通して、教員プ の教育・研究活動に関する基礎デ 連携基盤センター、アカデミックプランの

ロフィール情報を ータの収集方針を検討し、データ 具体化に関するＷＧ等が協力して、研究者

整備する。 収集を継続して進める。 統合データベース構築の方策を練り、総長

裁量経費を活用して具体策に着手した。評

価企画室（旧評価情報分析室）を中心に教

員プロフィールのコンテンツを見直した。

中期 （教育支援機能の充実）

目標 ③ 教育支援の設備を充実し、教育学習支援機能の向上を図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

９ 教育学習に必要 学生等が自由に情報にアクセス 学生が自由にアクセスできる端末を全学
な資料・情報の収 できる環境として、全学で1,000 で1,050台、附属図書館で118台にまで整備
集・提供に努める 台以上、附属図書館で100台以上 した。
とともに、電子図 のＰＣを整備する 附属図書館は 全学教育・基礎セミナー担当ＴＡ150名。 、
書館的機能及びネ ＴＡによる共通教育・基礎セミナ に対し、情報リテラシー指導のための研修
ットワークを高度 ー受講生を対象にした情報リテラ を実施した。
化し、情報アクセ シー指導を支援するとともに、学 電子ジャーナル利用法の講習会を全学で
ス環境の整備を図 部学生、大学院学生への電子ジャ 66回開催した。
り、教育学習支援 ーナル利用法などの講習会を50回
機能を充実する。 程度行う。
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中期 （e-Learning環境整備）

目標 ④ 情報技術を活用した e-Learning の教授・学習の環境整備を促進する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

、 、10 在学生の自主的 学内 e-Learning（電子媒体を e-Learningについては 生命農学研究科

学習を促進する 通じた学習 の実施状況を調査し 法科大学院、情報科学研究科、教養教育院） 、

e-Learningの教授 e-Learning システムを構築する において導入準備を開始した。教養教育院

・学習システムを ために必要な問題点を整理する。 では、対面授業を補完し、学生自身による

創設するとともに 自主的な学習を支援する手段として、 e-、

e-Learningに関す Learning導入計画を策定し、特別教育研究

る研修制度を確立 経費「e-Learningを活用した自主的学習支

する。 援事業」を申請した結果、平成17年度採択

が決定した。

（４）学生への支援に関する実施状況

中期 （学生の学習と生活に対する支援）

目標 ① 学生の学習に対するサービスを充実し、その支援環境を整備するとともに、

学生生活に対する援助、助言、指導の体制の充実を図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１ 多様な学生のニ 学生が勉学に集中できるような 学生生活状況調査を実施した。

ーズを尊重した学 教育環境を整備し、経済面・精神 学生相談総合センターの３部門の個別相

習・進学・就職支 面をサポートする体制を確立する 談体制を充実させるとともに、連絡会・研

援のサービスを充 ことをめざす。そのため、今年度 修を通して学部・研究科との相談体制の連

実させる。 は学生生活状況調査を行い、学生 携を強化した。

ニーズの現状を把握しつつ、学生 「就職活動サポーター」制度に加えて、

２ 学生に対する心 相談総合センターの就職部門、学 就職支援アドバイザー１名を追加配置する

身両面のケアを行 生相談部門の活動とともに、イン ことを決定した。

。 、 （ ）う体制を強化する ターンシップやキャリア教育など 経済学部においては 同窓会 キタン会

学生への就職支援サービスを強化 の協力を得て就職支援のための業界説明会

３ 優れた課外活動 する。 を５回実施し、理系学生も含めて644名の

の実践を支援する 学生生活状況調査結果を整理・ 学生が参加した。

環境整備を行う。 分析し、効果的な心身両面のケア 先輩学生が後輩学生を支える「ピア・サ

対策を検討するとともに、先輩が ポート」制度を立ち上げた。インターンシ

後輩の相談に応じる制度を発足さ ップについての学生の理解を深めるため

せ、学生相談総合センターの活動 に、参加学生に対する事前研修会を２回実

を強化する。 施した。

課外活動の一環として行われる 名大祭（学園祭）の実施に際し、新たに

名大祭（学園祭）の企画・実行を 教員によるキャンパス・近隣の巡回等の支

支援するとともに、課外活動の多 援を行った。

面的な発展に向けての方策の検討 環境整備を通した課外活動の多面的な発

を、本部学生生活委員会において 展のため、福利厚生経費として平成17年度

始める。 から毎年度１億円の予算枠を確保すること

を決定した。
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２．研究に関する実施状況

研究の水準、成果、実施体制等に関する実施状況

中期 （世界最高水準の学術研究の推進）

目標 ① 人文・社会・自然の各分野で国際的及び全国的な水準で研究活動を行って

いる研究者を確保し、世界最高水準の学術研究を推進する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

、１ 研究者受入れ環 優秀な研究者を確保するための 優秀な研究者の雇用を可能とするために

境を整え、国際的 魅力的な研究環境および待遇につ 現行制度を見直し、若手研究者の年俸制に

に優秀な研究者の いて、学内の現行制度との整合性 よる任期付正職員としての採用、招へい研

採用を増やす。 を含めて検討を開始する。公募に 究員、特任教授、ＣＯＥ特任教授等、種々

よる研究者採用を増やし、広い視 の雇用形態を導入した。

野に立った研究者採用体制の確立 公募による研究者の採用を全学的に進め

をめざす。 た。良好な研究環境を確保するために、特

別研究期間制度を導入した。

２ 人文・社会・自 高等研究院会議及び「アカデミ 高等研究院において、４つのカテゴリー

然の各分野で基礎 ックプランの具体化に関するワー に対して先端的研究を学内公募して11件を

的・萌芽的研究の キンググループ」での検討を中心 採択し、合計37件となった。また、総長裁

進展を図る。 として、学術的重要性の高い研究 量経費による全学奨励研究費制度を発足さ

を支援すると同時に、社会的に要 せ、大型研究のシーズとなる萌芽的研究お

３ 社会的要請の高 請の高い先進的・学際的な重点領 よび分野をまたがる融合的研究など応募46

い先進的・学際的 域分野の研究に対して支援する体 件に対し18件に研究助成を行った。部局単

な重点領域分野の 制を整える。人文・社会・自然の 位でも、社会適用性の高い先端的研究への

研究を推進する。 各分野において、研究者の申請等 取り組みを推進した。

に基づいて基礎的・萌芽的研究課 さらに学内外の異分野研究者等の交流を

題を調査し、分野横断的な研究活 目的に「名大サロン」を月１回のペースで

動を支援する体制の構築に向けて 開催し学内研究者の人的交流を促進した。

検討を開始する。また、大学共同 宇宙航空研究開発機構の科学衛星、高エ

利用機関等の大型プロジェクト研 ネルギー加速器研究機構、ヨーロッパ合同

究の推進に基幹メンバー大学とし 素粒子原子核研究機構の素粒子実験を主要

て参加し、世界最高水準の研究推 メンバーとして推進した。

進に貢献する。

４ 研究の水準・成 評価情報分析室を中心に、研究 評価企画室（旧評価情報分析室）と計画

果を検証するため の水準・成果を評価するためのデ ・評価小委員会ＷＧとを連携させて、評価

の自己点検・評価 ータを幅広く収集・蓄積し、外部 の対象となる教員プロフィールのデータ項

を行うとともに第 評価等に際して適切に情報提供で 目の精査を行うとともに、情報連携基盤セ

三者評価を積極的 きる体制を取る。計画・評価委員 ンター、評価企画室（旧評価情報分析室）

に導入する。 会は、第三者評価を含めた今後の 等が協力して、教員プロフィールを含む研

点検・評価への評価対象項目、時 究者統合データベース構築に着手した。

期、頻度等について改善すべき点 計画・評価委員会において、機関別認証

を検討する。 評価を受ける時期についての議論を開始し

た。研究評価に重点を置いた、 alInteration

Advisory Boardの設置を決定した。部局に

おいては、自己評価５件、外部評価４件を

実施した。



- 20 -

中期 （研究成果の社会への還元）

目標 ② 優れた研究成果を挙げ、それを社会に広く還元する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

５ 優れた研究成果 学術専門誌、国際会議、国内学 国際的な学術誌への研究成果の発表が行

を学術専門誌、国 会における発表や、研究成果情報 われ、論文の被引用数が増加した。トムソ

際会議、国内学会 をWebサイトに順次掲載し、研究 ンサイエンティフィック社によれば、被引

等に公表するとと 成果の内容を容易に閲覧・検索で 用数に関しては、自然科学分野において国

もに、メディアを きるシステムを構築するととも 内で５位、全世界で97位であった。複数の

通して社会に積極 に、各種シンポジウム、フォーラ 文系部局で外国語版研究論集の発行を開始

的に発信する。 ム、フェアの積極的開催、マスコ した。各部局で、研究成果のWebサイトで

ミへの発表等を通じて学外に発信 の公開や研究論集の電子化を進めた。

６ 全学のホームペ する。 関西フォーラム、東京フォーラム、科学

ージ、公開講座、 全学広報委員会において、全学 研究オープンシンポジウム、高等研究院フ

シンポジウム開催 あるいは各部局等が主催する公開 ォーラムなどを通じて、本学の最先端研究

等を通じた企画・ 講座やシンポジウム等の開催情報 を公開するとともに、各部局、21世紀COE

広報機能を強化し を集約する体制を強化するととも 研究拠点も国際シンポジウム、公開シンポ、

優れた研究成果を に、その効果的な広報の方法を検 ジウムを開催した。また、公開講座、ラジ

タイムリーに公表 討する。 オ公開講座、名大サロンなど、一般市民向

する。 けの講座、小中高校生向けのセミナーも開

催した。これらのシンポジウム、講座のう

ち主要なものについては、開催について本

学のホームページや新聞への掲載などによ

、 「 」り周知を図り 終了後は 名大トピックス

に掲載するとともに、Webサイトで公開し

た。なお、理学部が作成した最新の研究成

果紹介ビデオが科学技術映像祭で文部科学

大臣賞を受賞した。

中期 （若手研究者の育成）

目標 ③ 人文・社会・自然の各分野の次世代を担う若手研究者を育成する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

７ 大学院学生を含 各部局において、院生・若手研 優れた研究を行う院生への資金的援助を

む若手研究者の特 究者による独創的な研究テーマに 実施した（学術振興基金により17件、環境

定テーマに対する 対し、総長裁量経費などを資金と 学研究科研究科長裁量経費により10件 。）

研究奨励のための して優れた研究提案を支援する事 高等研究院における萌芽的研究に６件を

資金と環境を提供 業の創設・拡充に取り組む。 採用した。

する。 独立した研究者としての自覚を 平成17年度日本学術振興会特別研究員に

８ 日本学術振興会 促し、大学院生、研究生の特別研 434名応募し、75名が採用された。

（ 、 ）の特別研究員制度 究員への応募を強く奨励する。 平成16年度：応募数430名 採用数63名

への応募率を向上

させる。
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中期 （学術研究体制の整備）

目標 ④ 高度な学術研究の成果を挙げるための組織と環境を整備する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

９ 名古屋大学を代 高等研究院においては、高等総 高等研究院においては、年度当初からの

表する世界最高水 合研究館に研究スペースを優先的 プロジェクト開始を可能にすべく公募時期

準の研究を推進す に割り当て、名古屋大学を代表す を改善したほか、質的向上を目指して機構

る研究専念型組織 る世界水準の研究を推進するとと 改革の検討を開始した。

である高等研究院 もに、新しい研究の芽となるプロ 「アカデミックプランの具体化に関する

の充実と発展を図 ジェクトを推進し、研究専念組織 ＷＧ」を中心に、ＣＯＥ申請の支援を行い

る。 としての機能を強化する。セミナ １件の採択に至るなど、基盤的学術研究体

ー及びフォーラムを計画的に開催 制を強化した。光熱水費・研究スペース借

10 高いレベルの基 し、ホームページの充実を図る。 用料の支払い方法など、学内規程を整備す

盤的学術研究体制 また 「アカデミックプランの具 ることで、２１世紀ＣＯＥプログラムの拠、

の上に、重点分野 体化に関するワーキンググルー 点運営を支援した。展開が期待される研究

に対する中核的研 プ」を中心に、基盤的学術研究体 グループに対し、総長裁量経費を活用して

究拠点の形成を図 制を強化する方策を練る。現在進 萌芽的研究を支援した。

る。 行中の21世紀COEプログラム等に エコトピア科学研究機構を創設し、地球

加え、エコトピア科学研究機構の 環境負荷を低減した環境調和型の循環・再

11 学部・研究科・ 創設を契機として、部局横断的な 生社会実現のための研究や、既存の学問領

附置研究所・セン 新しい研究分野を構築する中核的 域を横断した学際融合研究を開始した。

ター等の研究実施 研究拠点形成の方策を検討する。

体制を継続的に見 既存の文理融合型研究科、エコ

直し、必要に応じ トピア科学研究機構における教育

て弾力的に組織の 研究の実施体制などを精査し、こ

統合・再編、新組 れらの組織のさらなる活性化を図

織の創設を進める るとともに、将来構想委員会にお。

いて、センター等の再編・統合に

よる新組織の創設を検討する。

12 全国共同利用の 関連分野の国内外の共同研究お 地球水循環研究センターは、ユネスコ、

附置研究所・セン よび共同観測実験を主導し、他機 宇宙航空研究開発機構、総合地球環境学研

ター等に関しては 関との連携・協力を推進する。ま 究所、独立行政法人情報通信機構・沖縄亜、

他大学等との連携 た、国際シンポジウムならびに課 熱帯計測技術センター、地球フロンティア

による共同研究を 題に応じたシンポジウムや研究会 研究センター等と連携し、共同研究を推進

推進し、全国に開 を主催し、情報の発信に努める。 した。情報連携基盤センターは、中部アカ

かれた研究拠点と デミックネットワークとしての地域インタ

しての役割をさら ーネットエクスチェンジの利用実験を開始

に発展させる。 し、他の全国共同利用センターとともに、

認証研究会を立ち上げた。太陽地球環境研

究所は、一般共同研究69件、計算機利用共

同研究34件、データベース作成共同研究14

件、研究集会27件を実施した。国際共同研

究プロジェクト｢太陽地球系の気候と天気

(CAWSES)｣の国内拠点として、予算の重点

配分を行うと共に特別共同研究を実施し

た。
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13 全学的な大型研 研究科・附置研究所・センター 情報連携基盤センターのスーパーコンピ

究設備の整備・充 等の設備要求を精査し、世界屈指 ュータシステムおよび汎用コンピュータを

実を図る。 の研究成果を生み出す基盤とな 更新した。太陽地球環境研究所は、重力レ

り、かつ全国の共同利用施設とし ンズ効果を利用し太陽系外の地球型惑星を

て機能する全学的な大型研究設備 探査するための専用望遠鏡をニュージーラ

の導入を検討する。 ンドに新たに配備し、高感度太陽風地上観

測装置および中緯度大型短波レーダー観測

装置の開発・導入を決定した。理学研究科

は、チリに口径４ｍサブミリ波望遠鏡「な

んてん」を設置した。ヘリウム液化装置の

更新・充実のための概算要求を行い、平成

17年度の設置が決定した。

14 研究者の国際交 インターナショナルレジデン インターナショナルレジデンス等の宿泊

流を促進するため ス、リサーチャーズビレッジ、野 施設および野依記念学術交流館のカンファ

に、会議・宿泊施 依記念学術交流館等、海外からの レンスホール等を国際会議で使用した外国

設等の環境改善を 研究者のための会議・宿泊施設に 人研究者にアンケート調査を実施した。緊

図る。 関する使用状況について現状を調 急性に鑑み、猪高町宿舎を改修し、長期滞

査し、それぞれの施設についての 在の外国人用宿舎の充実を図った。

維持・管理・改善に必要な準備作

業を開始する。

中期 （研究成果に対する評価システムの改善）

目標 ⑤ 研究の質の向上のために、研究成果に対する評価システムの改善を図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

15 研究成果に対す 全学としての共通の評価基準と 評価企画室（旧評価情報分析室）と計画

る客観的な評価を 分野による評価基準双方を勘案し ・評価小委員会が連携して、研究者統合デ

行うことができる た研究成果に対する客観的評価方 ータベース（研究者プロフィール）の項目

全学的な評価体制 法を検討する。分野による評価に 精査作業等、研究成果の評価指標となるべ

を確立する。 関しては、国内、国際比較評価の き項目を精査した。計画・評価委員会の下

導入並びに評価の基準となる自己 に、全学計画・評価担当者会議を設置し、

16 評価情報分析室 点検の項目を検討する。 部局データの収集を実施した。

等を活用して、研 計画・評価委員会で、研究評価

究活動の成果を収 責任組織のあり方について検討を

集・分析するシス 開始する。

テムを整備する。 既存の事務組織を活用して評価

情報分析室と部局との連携を強

め、種々の部局データの集約力を

強化するとともに、研究活動に関

する成果指標の整理を行う。
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中期 （研究資源の重点投資）

、 。目標 ⑥ 国際水準の研究を維持し発展させる分野に対して 重点的な資源投資を行う

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

17 中核的研究拠点 今後中核的研究拠点に発展する 学術振興基金（1,922万円 、赤﨑記念）

グループに対し、 可能性の高い研究グループも含め 研究奨励事業（4,900万円）のほか、総長

重点的な研究の資 て、予算、研究環境、常勤／非常 裁量経費（4,500万円）による研究助成制

源配分を行う。 勤研究員／研究補助者等の研究資 度を創設した。２１世紀ＣＯＥ研究拠点に

源を戦略的に配分する方策を検討 対しては、間接経費により非常勤事務職員

18 独創的・先端的 する。また、高等研究院の支援制 を配置した。各部局においても若手研究者

研究を展開してい 度（萌芽的研究や戦略的なプロジ を支援をするための仕組みを検討し、農学

る若手研究者への ェクト研究）を活用し、若手研究 部においては学術交流基金により、環境学

資金援助を行う。 者の啓発を行う。なお、部局でも 研究科や教育発達科学研究科では研究科長

独創的、萌芽的、先端的な研究を 裁量経費により、研究支援を行った。高等

している若手研究者を支援するた 研究院では、学際的なプロジェクトを対象

めの仕組みを検討する。 とするタイプ３を３件、若手研究者育成を

重視したタイプ２のプロジェクトを６件採

択した。

中期 （外部研究資金の確保）

目標 ⑦ 国、地方公共団体、産業界、民間団体等から多様な研究資金を確保する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

19 科学研究費補助 研究協力支援センター等と各部 教育研究経費を傾斜配分する際の評価項

金やその他の競争 局の連携の下に様々な競争的資金 目に科学研究費補助金の採択率（部局教員

的研究資金への応 の情報を収集・解析し、適した分 一人あたりの採択件数）を導入した結果、

募件数を増加させ 野への情報の提供や掘り起こしな 平成17年度科学研究費補助金に対する応募

る。 どきめ細かい支援を行う さらに 件数が、平成16年度の2,190件から2,342件。 、

研究シーズに関する情報を利用し に増加した。Webサイトで研究者紹介を行

、 。20 企業等との共同 やすく整備し、ホームページ等に い 学外に研究テーマ等の情報を発信した

研究を促進し、企 より学外へ提供することにより、 三菱重工業（株）およびＵＦＪ総合研究所

業等からの研究資 共同研究の増加を図る。また、企 との包括的連携協定に加え、大垣共立銀行

金の増加を図る。 業との包括連携等を通じてニーズ と産学官連携協定を締結し、研究シーズの

とシーズのマッチングを組織的に 発信、企業ニーズの把握等によるマッチン

21 外部研究資金確 行う。事務局に社会連携課を新た グを実施した。エコトピア科学研究機構で

保のための情報提 に設置し、産学官連携推進本部や は、環境パートナーシップ・ＣＬＵＢ、中

供・サービスの事 知的財産部と一体となった全学支 部電力（株 （財）電力中央研究所と研）、

務的支援体制を強 援体制を構築し、共同研究に繋が 究開発のための連携協定を結んだ。産学官

化する。 るコーディネート活動を展開す 連携を含む社会連携の総合窓口として「社

る。 会連携課」を設置し、学内外からの相談等

の窓口の一元化を図った。
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中期 （知的財産の創出及び活用）

目標 ⑧ 研究成果としての知的財産を創出、取得、管理及び活用する機構を充実し、

知的財産の社会還元を図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

22 産学連携を促進 産学連携を促進し、知的財産の 産学官連携を担当する総長補佐を２名体

し、知的財産の創 創出を図るとともに、知的財産部 制に増員した。また、知的財産部に２名の

出を図るとともに を充実し、知的財産の取得、管理 部員を採用し７名体制として、発明の発掘、

知的財産部を充実 及び活用を推進する。同時に、知 から特許の申請・活用まで一元的に処理す

し、知的財産の取 的財産部による発明評価、出願管 る体制を充実強化した。その結果、発明届

得、管理及び活用 理等を開始し、特許情報のデータ 出件数が過去３年間の平均と比較して約

を推進する。 ベース化を進める。また、特許セ １.３倍に増加した。特許情報のデータベ

ミナー等を開催し、研究者等への ースを開発し、運用を開始した。

23 中部ＴＬＯ等と 啓発を行い、知的財産の創出を促 特許基礎セミナー（６回 、学部教授会）

連携して知的財産 進する。さらに、中部ＴＬＯに発 等での説明会（10回 、広報誌の配布等を）

の企業への移転及 明の市 場性評価、ライセンシン 通じて、研究者への啓発を行った。また、

び技術指導を促進 グ等の業務を委託し、大学保有特 第３回産学官連携推進会議およびイノベー

し、知的財産の社 許の実施を促進する。その他の連 ションジャパン２００４等に参加し、研究

会還元を図る。 携の在り方についても検討する。 成果のブースを出展するとともに、企業向

けに広報誌を配布した。また、工学系の研

究テーマ・技術シーズを社会に公開する

「 」 、テクノ・フェア名大２００４ を開催し

中部地区の経済および企業関係者約800名

を含む1､000名以上が参加した。

中部ＴＬＯとの間で、業務委託契約およ

び再実施権付通常実施権許諾契約を締結

し、発明の届け出からライセンシングまで

の研究成果の活用を推進する連携体制を構

築・強化した。
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３．その他の実施状況

（１）社会との連携に関する実施状況

中期 （地域文化の振興）

目標 ① 全学施設の公開を促進し、知的活動による成果の有効活用を図るとともに、

地域諸機関と連携して地域文化の向上に貢献する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１ 附属図書館、博 附属図書館は、市民の年間利用 附属図書館の市民利用者が延べ１万人以

物館等の学内施設 者数１万人規模の学外サービスを 上に増加した。図書館友の会を発足させ、

の公開を進め、地 継続し、資料閲覧、複写、館外貸 会員の募集を行った結果、150名以上が入

域サービスを充実 出を行う。さらに、企画展示会と 会した。企画展示会とその関連講演会を春

する。 その関連講演会を年２回程度開催 夏２回開催し、参加者も増加し1,600名以

し、市民参加者を年間千人規模と 上となった。木曽三川流域の歴史情報資源

２ 地域文化の振興 し、地域との交流を深める。 である高木家文書のうち、東高木家、およ

を図るための公開 博物館は、年間１万人を超える び北高木家の新資料の調査を行った。その

講座、講演会を増 入館者実績に基づき第７回特別展 成果の一部を公開するため、企画展示会お

やす。 の続行、第４回・第５回企画展の よび関連講演会、古書講座を秋季に開催し

開催、及びそれに並行して第８回 た。この他にも、春季に企画展示会とその

３ 地方自治体と連 特別展などの企画を進める 特に 関連講演会を開催し、両企画の総参加者は。 、

携した文化事業を 特別展・企画展にあわせた特別講 1,600名以上となった。

充実する。 演会を７回程度、博物館コンサー 博物館では、特別展・企画展を各２回、

トを３回程度開催する。中高生向 特別講演会を７回、博物館コンサートを２

、 。 、け野外観察会を名古屋市科学館等 回開催し 約8,800名の参加を得た また

と連携して３回程度実施する。 中高生向け野外観察会を３回（うち２回は

各部局において地域の環境・文 名古屋市科学館との連携による「ジュニア

化・課題に根ざした公開講座、講 キュレーター養成のための地域貢献特別支

演会の開催を進めていくととも 援事業 、市民向け野外観察会を１回開」）

に、それらにかかわる情報を効果 催した さらに 市民の独自組織である 博。 、 「

的に市民に伝達できるよう、Web 物館友の会」の発足を支援した。

サイトをはじめとする広報の強化

を図る。

地域貢献特別支援事業の一環と

して、附属図書館における木曽三

川流域の歴史情報資源の活用等の

文化事業を進める。愛知県・名古

屋市等の自治体と連携しながら、

大学諸施設・研究成果等の公開を

、 、通じて地域社会と交流し さらに

名古屋大学としてどのような文化

事業が可能であるかを社会連携連

絡協議会において検討する。
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中期 （産学官パートナーシップの推進）

目標 ② 地域の活性化と発展に対して貢献できる産学官のパートナーシップ・プログ

ラムを開発し、促進する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

４ 地域社会との連 愛知県や名古屋市等の自治体や 災害対策室を中心として愛知県・名古屋

携により、地域の 国の委員会に委員を派遣するなど 市と地域防災協働推進体制を組み、地域の

防災、都市計画、 の協力を行い、地域の防災、都市 防災力を向上させるための事業を実施し

保健衛生、福祉・ 計画、保健衛生、福祉・安全・環 た。災害対策室長・室員および防災関連研

安全の向上に寄与 境の向上に寄与する。特に、地震 究者からなる災害対策室会議メンバーは、

する。 防災対策に関しては、名古屋大学 愛知県防災局並びに関連学会と連携して活

として協力できる態様を災害対策 動した。加えて新潟県中越地震、紀伊半島

室を中心に検討する。 南東沖地震およびスマトラ沖地震等につい

て調査した。

５ 学内研究者と産 産学官連携推進本部において、 産学官連携推進本部は、知的財産部創設

業界の情報交換と 全学的な研究シーズの収集や把握 シンポジウムの開催や 企業向け広報誌 名、 「

人的交流を促進す の方法などについて検討する。エ 古屋大学の知的財産の取り扱い」の配布を

る。 コトピア科学研究機構及び中部Ｔ 通じて、知的財産の取り扱いに加えて、中

ＬＯ等関係機関との情報共有、活 部ＴＬＯとの連携・共同研究契約・受託研

６ 学内シーズに関 用等について検討する。産学官連 究契約・技術指導等の内容を含む広報を行

するデータベース 携に関するセミナー等を開催し、 った。日常的な産学交流の機会を拡大する

を整備し、外部に 広報活動やコーディネート活動等 ため「名古屋大学協力会」を設立し、学外

情報発信する。 に努めるとともに、共同研究の実 協力体制の整備に向けた活動を開始した。

施を支援・促進する。日常的な産 男女共同参画の活動強化するため、あいち

７ 産学官のパート 学の交流の機会を拡大するための 男女共同参画社会推進・産学官連携フォー

ナーシップを通し 名古屋大学協力会（仮称）の創設 ラムを立ち上げ、設立を記念した男女共同

て、地域における を検討する。男女共同参画に関す 参画社会推進シンポジウムを開催した。

男女共同参画活動 る産学官連携フォーラム（仮称）

に積極的に参画す を立ち上げ、男女共同参画のため

る。 の活動を強化する。

中期 （地域産業の振興）

。目標 ③ 地域の産業の発展に役立つ教育プログラム及び研究プロジェクトを開発する

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

８ 地域産業の活性 産学官連携推進本部が地元自治 地域産業振興プログラムへの参画の一環
化を図るために共 体、産業界からの要請を受けて、 として、名古屋医工連携インキュベータ、
同研究を推進し、 知的クラスター事業、産業クラス 中部経済産業局提唱のＧＮＩ (Greater
地域産業振興プロ ター事業など、地域産業を振興す Nagoya Initiative) パートナーズクラブ
グラムなどに積極 るプログラムへの大学の参画を促 に参加し、愛知県と「環境調和型・持続可
的に関与する。 す。企業との包括連携や異業種企 能社会の構築に向けた連携実施協定」を締

業群との交流を通じた共同研究の 結した。異業種企業群との連携を検討する
展開を図る。 ために、産学官連携推進本部にＷＧを設置

した。
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三菱重工業（株）及び（株）ＵＦＪ総合

研究所との包括連携協定に基づく具体的取

り組みとして、企業ニーズと大学シーズと

のマッチングによる共同研究等の推進、学

生の企業訪問（工場見学 、相互人材派遣）

による講義、講演会等を実施した。

９ 高度専門職業人 高度専門職業人養成プログラム 法科大学院では、11回のＦＤ研修を行っ

養成プログラムの の充実についてさらに検討を続け た。また、授業アンケートを実施し、授業

充実を図る。 る 本年度開設の法科大学院では の充実のための基礎データを収集した。。 、

授業アンケート、ＦＤなどを実施

して、授業の充実を図る。

10 技術移転インキ インキュベーション施設の充実 産学連携の一層の充実を図る観点から、

ュベーション施設 と機能の活性化を図るために、産 先端技術共同研究センターやベンチャー・

の充実等によるベ 学連携に関連するその他の学内施 ビジネス・ラボラトリーに加えて、インキ

ンチャービジネス 設との連携方策を検討する。 ュベーション施設をエコトピア科学研究機

の創成を図る。 構の管理とし、組織の一体化を図った。ま

た、大学発ベンチャー企業の支援策を検討

するため、産学官連携推進本部に「ベンチ

ャー支援ＷＧ」を設置した。

中期 （地域の教育貢献）

目標 ④ 地域の教育の質の向上に対して、大学の知的活動による成果の活用と提供を

推進する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

11 教育面における 社会連携連絡協議会との連携の 教育発達科学研究科と東海市が、授業改

行政との連携及び もとに、教育学部、附属学校、高 革を通して、学校づくりと教師の資質向上

高大連携を強化す 等教育研究センターにおいて、高 のための連携事業を行い、その成果を公刊

る。 大連携、高大接続改善のための研 した。

究及び検討を開始する。東海市と 環境学研究科と長久手平成こども塾が推

「 」 、教育発達科学研究科が連携する 進する 環境教育拠点形成支援事業 では

「教育実践問題支援プロジェク 学生を主体に行政・地域のボランティアと

ト 、環境学研究科と長久手平成 連携し、小学生対象の環境学習プログラム」

こども塾が推進する「環境教育拠 を進め、活動の映像記録を作成した。施設

点形成支援事業 、名古屋大学博 完成後の教育プログラム作りの調査研究を」

物館と地域の博物館等との連携に 行い、長久手町を支援した。この活動を契

よる「ジュニア・キュレーター育 機に、環境学研究科は平成17年度から大学

成事業」を、地域貢献特別支援事 院教育に「地域貢献実習」を開設すること

業の一環として実施する。 を決定した。

博物館では、地域貢献特別支援事業の一

環として名古屋市科学館と連携し、ジュニ

ア・キュレーター事業を開催した。
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12 公開講座等の社 各部局における公開講座、研究 名古屋大学公開講座、名大サロン、文学

会人のための教育 室公開等の定期的開催を積極的に 研究科２１世紀ＣＯＥによる「オープンレ

サービスの充実を 推進し、その情報を名古屋大学総 クチャー」およびその他５部局において、

図る。 合案内及びホームページを通じて ７件の公開講座を実施した。

発信する。 Webサイトの「社会連携」のページに、

各学部で実施する公開講座の内容を集約

、 、し ポータルの役割を果たすことによって

市民のアクセスを容易にした。

13 小、中、高等学 高校生・中学生を対象とした数 数学コンクールを305人の参加で実施し

校生徒を対象とし 学コンクールを継続し、高等学校 た。スーパー・サイエンス・ハイスクール

た講座を開設し、 と連携するスーパーサイエンスハ 事業（３件 、サイエンス・パートナーシ）

青少年が文化や科 イスクール事業及びサイエンス・ ップ・プログラム事業（１件 、スーパー）

学技術への理解を パートナーシップ・プログラム事 ・イングリッシュ・ランゲージ・パートナ

深めるための援助 業に協力する。また、青少年に対 ーシップ事業（１件）に協力して、大学で

を行う。 して学問の魅力を伝えるための公 の実験・講義や高等学校へ講師派遣を行っ

開講座、講師派遣、研究室公開な た。

どを進める。 青少年に学問の魅力を伝えるために、高

等学校等への講師派遣を150件以上実施し

た。また、研究室公開を250件以上実施し

た。

14 愛知学長懇話会 地域の大学との包括的な共通科 単位互換の対象とした11科目に対し、13

を始めとする地域 目の単位互換は、平成14年度に10 大学から63名の受講生を受け入れた。

の国公私立大学等 名前後の規模で始め、平成15年度

と、教育プログラ は受入数が大きく伸びており、そ

ムにおける連携・ の成果を確保しつつ受入数を増や

支援を図る。 す。

中期 （社会連携推進体制の強化）

目標 ⑤ 社会連携を推進するために学内の組織体制及び同窓会の強化を図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

15 学内組織として 名古屋大学における社会貢献事 産学官連携を含む社会貢献事業を一層強

の名古屋大学総合 業の強化のために、産学官連携推 化するため、研究成果が学内外から見て分

案内、社会連携推 進本部、社会連携課、知的財産部 かり易く、組織的かつ強力に産学官連携・

進室、産学官連携 が一体となって活動できる仕組み 社会貢献を一体となって推進できる体制を

推進本部、災害対 について検討を開始する。男女共 検討し、原案を作成した。

策室、男女共同参 同参画室には専任教員を配置し、 学内組織としての活動を充実させるた

画室等の機能の強 男女共同参画に関する産学官連携 め、男女共同参画室に専任教員を１名配置

化を図る。 フォーラム（仮称）の立ち上げや した。あいち男女共同参画社会推進・産学

育児環境の整備などの検討を行 官連携フォーラムを立ち上げ、学内保育所

う。 の設置を決定した。
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16 全学並びに部局 平成14年度に全学同窓会を立ち 全学同窓会関西支部の設立を支援し、関

同窓会の強化を図 上げ、平成15年度には関東支部を 西フォーラムを大阪で開催した（約600名

り、同窓会を媒介 設立し、同支部と連携して東京フ 参加 。関東支部と共催で東京フォーラム）

とした社会との連 ォーラムを開催することにより、 2005および関東支部総会を開催した（約25

携を進める。 社会連携の強化を図った。平成16 0名参加 。全学同窓会の支援会員制度の）

年度は 関西支部の設立を支援し 確立に協力するために、全学同窓会会員へ、 、

関西地区におけるフォーラムを開 「名古屋大学および名古屋大学全学同窓会

催する。卒業生・修了生等（全学 からのお知らせとお願い」を送付した（約

同窓会会員）への情報発信を強化 ７万通 全学同窓会から大学支援事業 ３）。 （

するとともに、全学同窓会の支援 件）および学生の活動支援（２件 、総額）

会員制度の確立に協力する。 2,225千円の財政援助が行われた。

（２）国際交流に関する実施状況

中期 （国際協力・交流の拠点の形成と事業活動）

目標 ① 国際社会及び地域社会に開かれた国際協力・交流の全学拠点を形成し、関連

の事業活動を組織する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１ 国際協力・交流 各学部・研究科による国際協力 国際交流協力活動を推進する学内連携組
に関するセンター ・交流の活動並びに企画運営につ 織の検討を行い 「国際交流協力推進本部、
及びナショナルセ いての現状を調査し、それぞれの （仮称 」構想を策定し、その中核となる）

ンター機能を持つ 活動を包括的に把握する全学的組 「国際企画室」の設置を決定した。
全学的組織の強化 織を立ち上げるための条件につい シドニー大学と共同で「第２回ＡＣ２１
を図る。 て検討し、そのために必要な全学 国際フォーラム 「２１世紀における大」、

的な連携体制づくりに取り組む。 学、都市および社会」をテーマとしたオー
２ 国際学術コンソ また、シドニー大学で開催される プン・パブリック・フォーラム、６つの専
ーシアム（ＡＣ２ 第２回国際フォーラムを共同主催 門領域のサテライト・フォーラムを同時開

１）により、国際 し、その学術的内容の向上と教育 催した。ＡＣ２１運営委員会およびＡＣ２
フォーラム、専門 交流の充実を目指す。 １総会を開催し、ＡＣ２１の規程改正およ
分野ワークショッ び教育研究交流の促進充実に繋がる具体的
プ等を国内外で定 な活動案等を策定した。

期的に開催する。

３ インター大学ポ インター大学ポータル（大学間 ＡＣ２１加盟校の情報を容易に取得でき

、 。ータル等の整備に のデジタル情報の窓口）へ掲載す るよう ＡＣ２１のWebサイトを整備した
より 海外の大学 る情報の収集を学内外から行う。 各学部・研究科が実施している国際交流お、 、
教育研究機関との また、同ポータルの利用規約、認 よび連携活動に関し、共同研究、教育・学

情報交換及び海外 証・権限の整備を行う。 生交流、開発途上国等への協力、共同学位
への情報発信機能 各学部・研究科が実施している 授与、単位互換、共同研究指導等の実態調
を強化する。 連携教育プログラム、単位互換制 査を実施した。

度、共同指導制度についてのデー 「第２回ＡＣ２１国際フォーラム」の学
４ 外国の大学との タを収集して、全学での実施状況 生交流サテライト・フォーラム等におい
連携教育プログラ を把握するとともに、強化・改善 て、ＡＣ２１メンバー機関における連携教

ム 単位互換制度 の可能性について検討する。共同 育プログラム、単位互換制度、共同学位授、 、
共同研究指導制度 学位授与制度については具体的実 与プログラムなどの実践について調査し、
及び共同学位授与 践事例を調査し、学術レベルに留 具体的な事例やデータ資料を収集した。

制度を促進する。 意しつつ、その利点や課題につい
て検討する。
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５ 日本語教育のオ 全学向け日本語講座において、 日本語を自修したい留学生を対象に、オ
ンラインコース教 中上級オンライン日本語コースを ンラインで中・上級読解・作文コースを提

。 （ ）材の開発を支援す 試行的に開講し、初級オンライン 供した オンライン漢字コース ３レベル

る。 日本語教材文法編の開発を進め の教材開発を行った。クラス運用のための
る。海外協定大学に対して、オン 成績管理ツールを組み込んだ多言語版オン

。ライン日本語教育に関するニーズ ライン初級文法教材WebＣＭＪを開発した

調査を開始する。 開発したオンライン教材およびオンライン
日本語教育に関するニーズアンケート調査
を海外協定大学を対象に実施した。

中期 （国際共同研究・協力の促進）
目標 ② 国際化時代をリードする国際共同研究・国際協力を促進する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

６ 国際援助機関等 国際援助機関や国際開発協力機 ＪＩＣＡ、ＪＢＩＣ、世界銀行等、援助
からのプロジェク 関などから受け入れが予想される 機関ごとに資金のリストを整理し、Webサ

ト資金の導入を円 プロジェクト資金のリストを整理 イトに掲載した。文部科学省国際開発協力
滑にする仕組みを して、それらの受け入れや利用に サポート・センターと共同して国際協力プ
整備する。 ついてのルール、その管理運営を ロジェクト受託に関する勉強会を４回開催

担当する部門の設立の可能性につ した。ＪＩＣＡのコンサルタント登録の準
７ 国際会議等の開 いて検討する。また、各学部・研 備を行った。国際交流活動を支援する学内
催、国際共同研究 究科、留学生センター、ＡＣ２１ 連携組織として 「国際交流協力推進本部、

及び国際協力を促 推進室、国際教育協力研究センタ （仮称 」の構想を策定し、その中核とな）
進、支援する体制 ー、研究協力・国際部等、学内組 る「国際企画室」の設置を決め、プロジェ
を整備する。 織のそれぞれの活動を有機的に繋 クト受託の体制整備を業務の一部として位

ぐ全学的組織の検討を行う。 置づけた。
８ 国際的な産学連 一方、ＡＣ２１を通じ産学連携 ＡＣ２１加盟校や短期留学プログラム
携を推進する。 の国際的な展開の可能性を検討す ＮＵＰＡＣＥ の学生が参加できる Ａ（ ） 、「

る。産学連携を実施している中部 Ｃ２１・ＮＵＰＡＣＥ国際インターンシッ
地区の企業を中心にして、ＡＣ21 プ」の可能性について中部地区の企業と調
の加盟校からの学生が参加できる 整を進めた。

インターンシップ・プログラムの ウズベキスタン共和国のタシケント法科
開発可能性を検討するため、加盟 大学院内に日本法研究センターの設置を決
校や企業などと共同してプログラ 定する等アジア諸国の法律・政治制度に関
ムの開発に取り組む。 する法整備支援（法学研究科・法政国際教

育協力研究センター 、食糧・農業・環境）
教育のための国境を越えたe-Learning大学
院教育プログラムの開発（農学国際教育協

力研究センター）など、アジア地域と連携
した研究教育活動を行った。
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中期 （留学生・外国人研究者の受入れ、派遣体制の整備・拡充）

目標 ③ 留学生・外国人研究者の受入れと派遣に対して、相談・助言のサービスに

責任を持つ全学的拠点を組織し強化する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

９ 優秀な留学生を 海外からの留学生や本学の学生 留学生センター、留学生相談室、国際課

受入れ、また外国 がいつでも留学情報を調べられる およびＡＣ２１が連携し、留学生センター

の大学に派遣する ように、インターネット上に情報 Webサイトを改訂し、留学情報・日本語教

本学学生を増やす を掲載するとともに、留学生相談 育プログラム情報の充実を図った。留学生

ための支援体制を 室の機能を強化する。さらに、留 相談室に対し、平成17年度から専任室員１

整備する。 学を希望する学生には、語学教育 名の増員を決定した。留学生センターと国

プログラム等の情報を提供しアド 際課が連携して、派遣学生のデータベース

10 ＡＣ２１加盟校 バイスを与える。また、本学から の構築に着手した。名大プロフィールおよ

との連携等によっ の派遣学生のデータベース整備に び詳細な紹介冊子の英語版（Bull. Nagoya

て、名古屋大学へ 取り組む。 Univ.）を活用し、その情報の一部をＡＣ

の留学希望者に対 ＡＣ２１のWebサイトに掲載す ２１ Webサイトに掲載した。第２回ＡＣ２

する海外への広報 る本学の留学生受け入れプログラ １国際フォーラムで、本学から教育研究交

体制を整備する。 ムや教育プログラムに関する情報 流の促進に繋がる具体的な活動案として、

を提供するために、国際課は、各 「ＡＣ２１学生世界フォーラム」の名古屋

（ ） 、11 国内外の学生と 学部・研究科、留学生センター、 大学における開催 平成17年度 を提案し

教職員との交流を ＡＣ２１推進室などからの情報や 了承された。

深めるために、国 データを収集して整理し、広報体

際フォーラム等を 制づくりに取り組む。

定期的に開催する シドニー大学で開催される第２。

回国際フォーラムで教職員の交流

プログラムの開発可能性や学生世

界会議の開催計画を提案する。

（３）附属病院に関する実施状況

中期 （医療の質管理）

目標 ① 総合的質管理を実施することによって、病院のコアである診療活動が質の

面でも効率の面でも高い評価が得られるようにする。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１ 医療安全、患者 患者の安全に関わる指標及び診 診療手順を示すクリニカルパスに関する

アメニティーを含 療成果の指標の確立に向けて準備 委員会を再編して院内普及活動を促進し、

む医療の標準化を する。診療手順を示すクリニカル 事例を示す発表会を開催した。インフォー

促進する。 パスの適正運用を拡大する。イン ムドコンセントの様式を統一し、Webサイ

フォームドコンセントの様式・手 トを全面的に見直すなど、患者にとって利

順を確立する。セカンドオピニオ 用しやすい病院への改善策を実施した。患

ン外来の実験的試行の準備を行 者満足度調査を他施設と共同実施した。医

う。病院として広報のあり方を確 療安全管理部の組織体制を整え、遺伝子カ

立する。患者にとって分かりやす ウンセリング室を立ち上げた。

い病院利用ガイドの設計準備を始

、 。め 患者満足度調査の試行を行う
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２ プロセス評価及 診療各部署ごとの実績指標作成 手術部およびモデル病棟における業務プ

び実績評価を行う の準備を進める。事務を含む診療 ロセスについて、職務毎に業務分析・評価。

支援部門に対しては、 Activity を実施し、投資対効果からの増員計画を策

Based Management（活動基準原 定した （麻酔医師５名、救急集中治療医。

、 、 ）価管理）手法を導入し、その業務 師９名 診療情報管理士２名 看護師24名

プロセス評価を実施する準備を行

う。

３ ＩＳＯ等による 医療を含め、あらゆる産業に共 検査部門において、ＩＳＯ認証取得のた

外部評価を受ける 通した品質保証、品質改善の仕組 めのＷＧを部内設置し、検査部技師長にＩ。

みが組織内にあり、かつ継続的改 ＳＯ15189の技術審査員資格を取得させ、

善も行われることをチェックする 準備体制を整えた。

ＩＳＯ9001、特に医療機関臨床検

査部門に特化した認証であるＩＳ

Ｏ15189等の認証取得に向けて、

院内の意識向上を図り、業務分析

並びに手順書・マニュアル整備の

準備体制を整える。

４ 適切な医療環境 施設マネジメントを効果的に実 新中央診療棟の機器整備について、多様

を整備する。 施するため、現行の再整備推進室 な資金調達による導入計画を検討するとと

Supply Process Distributionを再編し、院長のイニシアチブを もに、ＳＰＤ（

一層強化する。必要な場合は、学 :物流システム）の導入を決定し、準備作

内外の専門家を活用し、その意見 業を開始した。

を環境改善等に反映する。また、

将来における病院の機器整備計画

、 、の適正化 機器設備の効率的運用

その導入に係る資金調達のための

企画を検討する。さらに、物流シ

ステムの構築に向けて検討を開始

する。

中期 （臨床教育・臨床研究のシステム化）

目標 ② 国際的水準の臨床教育及び生涯学習並びに臨床研究を実施するため、医学部

・医学系研究科と附属病院の連携協力を密接にした運営組織体制を構築する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

５ 高度な専門性を 卒後臨床研修センターが中心と 卒後臨床研修センターを改組するととも

、 、有する医療従事者 なって、保健学科等とも協議し、 に 総合医学教育センターの設置を決定し

養成のための組織 各種専門職に対する臨床教育・生 教授選考を開始した。

。 、を充実し、卒後臨 涯学習プログラムを整える また

床研修等の臨床教 総合臨床教育センターの設置を検

育及び生涯学習プ 討し、同センターの運用案を作成

ログラムを整備す する。

るとともに、保健

学科等との連携強

化を図る。
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６ 臨床研究を推進 既設の臨床治験管理センターを 臨床治験管理センターの業務と組織を検

するための組織を 見直し、それを発展させ機能強化 討し、他施設とのネットワークによる共同

充実し、病院主導 を図るための臨床研究推進センタ 治験体制の整備を推進した。

の臨床研究プロジ ーの設置計画の立案とその準備を

ェクトを推進する 行う。病院で生み出される知的財

とともに、医学系 産の育成と企業連携を伴う事業開

研究科及び他の研 発を担う部門を設置する。

究科と連携して高

度先端・先進医療

の開発を図る。

中期 （運営管理体制の整備）

目標 ③ 病院長の適切なリーダーシップを確立し、すべての部門で説明責任を伴う

意志決定体制を構築する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

７ 病院長は専任と 病院長が業務に専念し、病院の 病院長の業務専念のため、病院長所属診

し、病院長の意志 意志決定が遅滞なく行える体制の 療科への人的措置を決定した。医療経営管

決定のための機構 整備を進める。同時に、病院のマ 理部の教員を確保し、マネージメント部門

（常任会）を強化 ネジメント関連委員会を整理統合 を強化した。高気圧治療部を廃止し、医療

するとともに、マ し、再編することを病院事務、医 技術部門を創設するとともに医療安全管理

ネジメントに関す 療経営管理部を中心に進める。 室を部として充実することとした。

る各種委員会の活

性化を図る。

８ 医療の質管理に 医療経営管理部と病院事務部門 医療管理部に助教授1、講師1、助手1を

関する企画・立案 を中心として、医療の質を高める 増員し、体制を整備した。

・管理の機能強化 ための運営体制整備に努める。 医療安全管理室を医療安全管理部とし、

（ ）を図る。 患者の安全を高めるために専任 専任教員のＧＲＭ General Risk Manager

の医師ＧＲＭ（General Risk の公募を開始した。

Manager）の設置を検討する。

９ 病院に即した人 医療経営管理部と病院事務部門 附属病院との連携の下に、病院事務のあ

事・労務制度を導 を中心として、病院の人事労務の り方について検討するとともに、医事事務

入するとともに、 あり方の検討を開始する。 のスペシャリストとしての診療情報管理士

適正な医療従事者 の採用を決定した。

数を確保し、質の

高い医療を提供す

る。

10 診療を支援する 臨床検査技師部の設置を検討 検査部、輸血部、病理部の所属教員は、

中央診療施設等を し、あわせて統括技師長のリーダ 従来、各々の業務のみを担当していたが、

再編し、医療技術 ーシップを確立する。検査部、輸 部門を越えて効率的な業務を遂行するた

部門の機能強化を 血部などの教員配置を見直し、中 め、検査部病理部門を病理部に集約すると

図る。 央診療施設の抜本的再編に着手す ともに、検査部血液部門の業務を輸血部教

る。 員に兼務させ３部門での教員の適正配置を

行った。
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中期 （人事管理・評価システム）

目標 ④ 医療に対して、高い志かつ業務に精通した優れた人材を確保するために、

評価システムを確立する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

11 医療従事者に対 病院職員の雇用、処遇、適正な 人材確保のため病院助手（任期１年、更

する雇用、処遇、 配置の検討を開始し、２年次以降 新２回、年俸制）のポストを設けた。看護

適正配置等に関す の導入を目指す人事労務制度の原 師およびコ・メディカル（臨床検査技師等

る基準を明確化し 案策定に着手するとともに、全職 各種の医療技術スタッフ）の採用枠の増を、

。 、 。 （ ） 、人材確保及び病院 員への理解促進に努める 同時に 図った 事務改善総長補佐ＷＧ 病院 に

人事の円滑化を図 職員からの問題提起を扱う窓口の 各課から若手代表を参画させ、問題提起等

る。 設置を検討する。 を行う窓口とした。

12 業務の精通度、 職員の病院に対する貢献度の評 医療経営管理部および看護部と共同し

能力、職責及び実 価方法と、意欲を高める人事制度 て、業務プロセス評価の一環として、貢献

績を評価する。 の試行モデルの検討を開始する。 度の評価方法および人員配置の試行モデル

の検討に着手した。

中期 （病院財務の健全化）

目標 ⑤ ミッションに基づいた戦略的病院経営を実現し、健全な財務体質の獲得を

目指す。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

13 財務会計及び管 財務会計システムを導入する。 財務会計システムのデータを管理会計シ

理会計を整備・充 管理会計システムの開発を継続 ステムに取り込めるようにシステムを構築

実する。 し、その導入が可能な体制を検討 した。収納体制を見直して債権管理業務を

する。病院における棚卸し、債権 強化した。

管理等業務等を明確にし、分担・

責任を定めた体制の確立に着手す

る。

14 診療収入の増加 前年度までの財政再建計画の実 手術室稼働分析による増収対策を立案

及びコストの削減 施状況を検証し、さらなる増収と し、ＳＰＤ(Supply Process Distribution

を図る。 コスト削減項目を抽出し、それぞ :物流システム）の導入による物品管理業

れの実施案を策定する。 務の効率化及びコスト削減を検討し、平成

17年度の実施を決定した。購買プロセス等

における低コスト化を妨げる要因を調査

し、改善の素案を策定した。月次の収益・

損益、病床の稼働状況のモニター等により

業務実態を把握し、事業情報を現場にフィ

ードバックする等様々な施策により、附属

病院の収益が当初予算額を約14億円弱上回

った。
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15 外部資金の導入 病院におけるシーズを発掘し、 再生医療において、ＣＰＣ（細胞調製施

を増加させる。 それらと外部ニーズとの接点を増 設）のための寄附講座の受け入れを決定し

加させ、知的財産部、産学官連携 た。

推進本部との適切な役割分担を図

る。

中期 （地域疾病管理）

目標 ⑥ 地域医療連携及び疾病管理を推進する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

16 行政と連携し、 大学病院から地域医療機関に対 愛知県地域医療対策協議会に参加した。

地域医療計画の作 する適切な医師紹介システムのあ 愛知県下の市民病院の地域医療における役

成・推進に積極的 り方を常任会において検討する。 割分担について助言を行った。

に参画する。 愛知県地域医療対策協議会に参画

する準備を行う。

17 総合的機能回復 既設の地域医療センターの機能 地域医療センターの活性化を図り、名古

医療を含む高齢者 を充実し、地域診療施設とのネッ 屋市内の医師会との連携を開始した。

医療等の地域医療 トワークを構築する。

ネットワークを構

、 、築し 高齢者医療

在宅看護等を中心

とする地域の疾病

管理システムを確

立する。
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（４）附属学校に関する実施状況

中期 （運営管理体制の整備）

目標 ① 附属の教育理念を実現するためにふさわしい全学的な組織運営体制を整備

する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１ 全学的な組織運 これまでの検討を踏まえて、附 組織・運営委員会の下に附属学校問題検

営体制が機能する 属学校の教育理念を実現するため 討小委員会を立ち上げ、検討を開始した。

リーダシップを確 に、その設置形態について全学的

立する。 な議論を組織・運営委員会で行

う。

中期 （中高大連携教育の推進）

目標 ② 高等教育機関に進学する知的成熟度をもった人材の育成を可能にする教育・

研究体制を構築する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

２ 新教科の研究開 高校・大学教員による「学びの 「学びの杜」講座を10回実施した。今ま

発や大学教員によ 杜」講座を引き続き実施し、高校 での取り組みを踏まえ、次年度以降、単位

る連携講座の単位 での単位化の実施に当たり生ずる 化を可能にするとともに、地域への開放、

化等を通して、中 技術的な問題点を整理する また ＡＯ入試における利用等を検討するために。 、

高大連携を実現す 現在行われている新教科を作る取 研究科内プロジェクトとして「高大連携に

る中等教育プログ り組みを強化し、具体的成果を蓄 よるキャリア教育プログラム開発事業」を

ラムの改善を図る 積する。 立ち上げ、平成17年度特別教育・研究経費。

、 。 、を申請し 採択された 新教科については

引き続き実践を積み重ねており、次年度に

成果を刊行するための準備を整えた。

３ 教育と研究開発 現在、全学から自発的に参集し 「学びの杜」講座の新たな担当者として

に関して、教育学 ている中等教育研究センター研究 法学研究科４名、理学研究科１名の教員を

部・教育発達科学 員（教員が兼務）の増員を図ると 加えた。同講座の担当者を中等教育研究セ

研究科を中心とし ともに、附属学校を研究のための ンターの研究員として位置づけた。

た各部局等との緊 フィールドとしてより有効に活用

。 、密な連携体制を整 するための方策を検討する また

備する。 研究員の活動を支援し成果を公表

するためのプロジェクトを教育発

達科学研究科内に立ち上げる。
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中期 （成果の社会還元）

目標 ③ 創造的な教育実践から得られた成果を広く社会に還元する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

４ 中高大連携教育 全国中高一貫教育研究会に積極 全国中高一貫校教育研究会の中核メンバ

の全国的ネットワ 的に参加し、中高一貫校のネット ーとして活動し、会長校として、奈良女子

ークの構築にイニ ワークの充実のために指導的な役 大学で研究発表大会を開催した。

シアチブをとり、 割を果たす。

先端的教育モデル 本年度の研究大会開催校の大会

の普及を促進する 運営を積極的に支援するととも。

、 。に 本学における成果を発表する

中期 （国際協力・国際交流の推進）

目標 ④ 国際共同研究や海外の教員及び教育行政官の研修受入れ等を通じて、中等

教育の国際協力及び交流を推進する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

５ 環太平洋諸国を 教育研修留学とＪＩＣＡの中等 教育研修留学（２名）とＪＩＣＡ中等教

中心とした中等教 教育開発プログラムへの協力の拡 育開発プログラム（９名）への協力を行っ

育職員の人材開発 大について、教育発達科学研究科 た。教育発達科学研究科内に新たな大学院

に貢献するために に設置の中等教育研究センター等 改革のためのＷＧを立ち上げ、同研究科の、

教員研修留学やＪ で検討する。また、名古屋大学に 海外協力プログラムの中に附属学校を位置

ＩＣＡ中等教育研 滞在する外国人研究者の子弟の教 づける可能性について検討した。

修プログラム等の 育支援を継続する。 名古屋大学に滞在する外国人研究者の子

一層の充実を図る 弟の教育支援を継続して行い、制度整備に。

着手した。
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（５）学術情報基盤に関する実施状況

中期 （学術情報基盤の充実）

目標 ① 教育及び研究の支援を行うために、高度情報技術を活用した全学共通の学術

情報基盤の整備を進める。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１ 全学の学術の基 附属図書館においては、電子ジ 附属図書館では、電子ジャーナルのタイ

盤となる附属図書 ャーナルのカレント版を12,000タ トル数を12,131に増加し（アクセス数86万

館、博物館を始め イトル、バックファイルを200タ 件 、新たに電子ブック3,703タイトルを）

とする全学共通基 イトル導入する。図書資料の電子 提供した （アクセス数507件 。高木家文。 ）

、 （ ）。盤施設の充実と発 的目録化率を80％以上にする。高 書 伊藤圭介文庫の電子化を進めた 29％

展を図る。 木家文書（11万５千点 、伊藤圭 和漢古典籍の整理を進め、メタデータ化に）

介文庫（１万８千頁）の電子画像 よる目録公開を12％（2,382冊）まで実施

化・メタデータ作成と公開を、そ した。図書資料の電子的目録化率は80％を

の20％まで行う。 達成した。

博物館においては、公開・収蔵 博物館では、標本資料提供を定年退職予

スペース等の不足を解消するため 定者等に働きかけた他、学外からの寄贈に

の施設整備計画を検討し、学内標 も積極的に対応し、計33件を新規に受け入

本資料の提供についての働きかけ れた。博物館講演会の記録映像資料のすべ

を継続する。博物館講演会の記録 て（2002年の第14回講演会からの26回分）

映像資料を整理して、博物館映像 を映像アーカイブとして整備した。

アーカイブを利用可能な状態にす

る。

２ 情報連携基盤セ 情報関連の設備、投資、制度に 計画・評価委員会の下に「情報戦略に関

ンター等の全学的 ついての全学的な情報戦略を検討 する検討ＷＧ」および「情報小委員会」を

情報支援組織の充 する。 設置し、学内のＩＴ費用に関する調査を行

実と発展を図る。 い、情報戦略組織を検討するための ＦＳ

（Feasibility Study）室の設置を決定し

た。ユーザ認証基盤の整備、無線LAN設備

の予備実験、名古屋大学ポータルの運用開

始など、全学的情報サービスの基盤整備を

行った。

３ 大学情報のデジ 情報連携基盤センターに設置の 大学ポータルの正式運用を開始し、新教

タル化を促進し、 大学ポータル専門委員会におい 務システム（教員による成績入力、学生に

） 。 、大学ポータルを通 て、大学の情報基盤整備に着手す よる科目履修登録など に活用した また

してその活用を図 るとともに、関連委員会と連携し 情報メディア教育センターが提供するWeb

る。 て全学のデジタル情報の窓口であ ＣＴを大学ポータルからアクセス可能とす

る大学ポータルの管理・運用のあ るなど、利用環境の整備を行った。

り方を検討する。
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Ⅱ．業務運営の改善及び効率化

１．運営体制の改善に関する実施状況

中期 （組織運営体制の整備）
目標 ① 自主・自律を基本に大学運営全般について見直し、機動的かつ柔軟な組織

運営体制を整備する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１ 総長を補佐して 総長を補佐する理事、総長補佐 各理事の下に、総長補佐および本部の関
大学全体の戦略的 及び事務局長、本部各部課長を含 係部課を配して、大学運営の中核を担う全

企画・執行・評価 めた全学運営統括部を組織し、総 学運営統括部を組織した。総長の指示およ
を行う組織運営体 長及び理事の職務を適正かつ円滑 び役員会の決定を踏まえつつ、全学運営統
制を整備する。 に実施する体制を整える。 括部が大学運営に関する企画・施策を実施

全学の企画運営に関する重要事 するシステムを始動させた。
項を検討するために、役員会、教 役員会、教育研究評議会、経営協議会お
育研究評議会、経営協議会及び部 よび部局長会に先だって重要事項を検討す

局長会の下に、担当理事を委員長 る９つの基幹委員会（計画・評価、組織・
として、総長補佐、評議員等で構 運営、人事・労務、財務、施設・安全、病

、 、 、 ）成される９つの基幹委員会（計画 院・医系 国際交流 全学教育 将来構想

・評価 組織・運営 人事・労務 を、各理事の所管分野に即して設置した。、 、 、
財務、施設・安全、病院・医系、 既存の全学委員会を基幹委員会の下に再編
研究・国際交流、全学教育、将来 ・統合して審議体制をスリム化するため、

構想）を設置する。さらに、基幹 初年度は計画・評価委員会、組織・運営委
委員会の統括の下に、全学委員会 員会、病院・医系委員会に関わる委員会の
を再編・統合あるいは新設するこ 再編に着手し、全学委員会を115から109に

とにより整備し、効率的な全学組 削減したが、平成17年度は大幅な削減を目
織運営体制を２年以内に確立す 指す。
る。

中期 （重点戦略に基づく学内資源の配分）

目標 ② 学内資源の再配分を研究基幹総合大学の重点戦略に応じて行う。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

２ 教育、研究、運 成果指標の基準作りの検討を行 予算面については、各部局の教育研究活

営等に関する成果 う。その成果指標に基づき、重点 動を、より活性化するための経費として
に基づいた全学資 項目の策定を含めて配分ルールの (１)部局提案分を設けるとともに、各部局
源の配分ルールを 検討を行う。 における活動実績を指標に基づき評価し配

確立し、その実行 分する (２)傾斜配分を実施した。
を図る。 なお、傾斜配分分に関しては、５つの成

果指標を設定し、その評価に基づき傾斜配

分を実施した。その結果、平成17年度科学
研究費補助金の申請率が向上した。
また、総長裁量経費においては、５段階

評価等による総合評価を行う経費「教育研
究改革・改善プロジェクト経費」を設け、
各部局に配分するル－ルを設定した。
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中期 （満足度指標の利用）

目標 ③ 大学の活動全般に対する学内外の満足度指標を定期的に収集し、その活用を

図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

３ 大学の活動全般 大学で行われる行事等において 各種シンポジウム、フェア、公開講座等

に対するユーザー ユーザー（市民等）へのアンケー の学内外の参加者にアンケートを実施し

・ニーズの満足度 ト調査を実施し、満足度の指標作 た。アンケート結果をまとめ、今後の活動

指標を定期的に収 成における基礎資料として蓄積す の基礎資料として蓄積した。

集し、今後の活動 る。

。に適切に反映する

中期 （監査体制の整備）

目標 ④ 大学の運営組織の機能を適切に監査する体制を整備する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

４ 自己規律・自己 財務・人事における内部監査を 監事監査計画および関係規程等の説明会

責任の下に財務・ 実施するとともに、今後の内部監 を開催した（職員85名が参加 。）

人事等の内部監査 査の強化策の検討をあわせて行 財務の内部監査を、固定資産、厚生労働

を強化し、自己管 う。 科学研究費、授業料および病院診療費債権

理体制の充実を図 を重点項目としてそれぞれ実施し、適正に

る。 処理が行われていることを確認した。

人事の内部監査については、ＷＧを設置

し、労働法の専門家の意見も参考に、労働

時間の適正な管理についての指針をまとめ

。 、た 会計監査人および監事の意見を基に

内部監査の強化策について検討した。
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中期 （国立大学間の連携協力推進）

目標 ⑤ 国立大学間の交流を深め、連携協力を推進する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

５ 大学間単位互換 愛知学長懇話会、東海地区大学 教養教育の問題を通じて国立大学間の連

等を始めとする各 教育研究会などを通して行われて 携を深めるために、国立大学教養教育実施

種の事業を推進す きた地域内大学連携をさらに強化 組織会議を平成17年度に名古屋大学で開催

るための連携を強 し、各大学で共通に存在する課題 することを提案し、決定した。国立大学協

、 、化する。 等についての議論を深める。 会東海・北陸地区支部会議において 人事

人件費管理、産学連携、法人化後の事務局

の組織体制などについて審議した。愛知学

長懇話会および東海地区大学教育研究会に

おいて、平成17年度の教育交流・連携事業

について審議した。

６ 学術情報関連の 情報連携基盤センターは、他の 全国共同利用施設としてのサービスを充

全国共同利用施設 全国共同利用施設の状況、スーパ 実させるため、情報連携基盤センターにス

の相互協力による ーコンピュータ及び汎用コンピュ ーパスカラ型並列コンピュータ、アプリケ

国立大学間の学術 ータの市場動向の調査研究に基づ ーション・サーバを更新・導入した。７大

情報の有効利用、 いて計算環境の更新を実施する。 学基盤センター及び国立情報学研究所が共

共有化を促進する 他の全国共同利用施設と連携し、 同で定常的に開催するグリッドコンピュー

ための連携協力を グリッドコンピューティング、教 ティング研究会、ネットワーク研究会にお

強化する。 育情報基盤等の有効利用に関する いてそれぞれの課題についての共同研究に

。 、研究開発を進める。 参画した 新設された認証研究会において

附属図書館は、国際規模の学術 学術情報基盤等に関する共通問題、将来の

資料相互利用を推進し、国内の図 展開への指針の検討に参画した。情報共有

書館間の電子的配信によるサービ と個人情報保護の視点から社会的な重要課

スの高速化を実施する。国立国会 題として認識されている認証機能、及び認

図書館、国立情報学研究所等と連 証機構に関して、共同で取り組んだ。

携して各種データベースの構築を 附属図書館は、国立情報学研究所との共

進め、学術機関リポジトリの開発 同事業である「学術機関リポジトリ構築ソ

に参加する。 フトウェア実装実験プロジェクト」に参加

し、本学のリポジトリ構築に向けて作業を

開始した。

７ 国立大学間の再 将来構想委員会を軸に統合理念 豊橋技術科学大学との間に連携協議会を

編統合を視野にお の再構築のための体制を作り、統 設置し、２回にわたって、共同研究ならび

いて、特定の大学 合への慎重な議論を継続する。 に教養教育における連携協力の方策等につ

と教育・研究・運 いての検討を行った。

営組織に関する検

討を促進する。
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２．教育研究組織の見直しに関する実施状況

中期 （教育研究組織の再編・見直し）

目標 ① 時代の変化に対応するため、必要に応じて教育研究組織の再編・見直しを

行う。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１ 既設の教育研究 計画・評価委員会を軸に、教育 学問分野の広がりを俯瞰し、全学的にと

組織の再編・見直 ・研究の進展に伴う学問分野の広 りまとめるため、各部局の中期目標・中期

しを行うための評 がりを評価するシステムのあり方 計画、年度計画、実施状況を集約する「共

価システムを構築 の検討を開始する。 通書式による計画・評価データ集積・統合

し、定期的に評価 システム」を試作し、活用した。計画・評

を行う。 価委員会および計画・評価小委員会におい

て評価システム及び教員の業績評価の議論

を開始した。

中期 （教育研究・大学運営支援体制の整備）

。目標 ② 教員と職員の区分にとらわれない柔軟かつ機動的な管理運営体制を整備する

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

、 、２ 教員と職員との 名古屋大学の国際交流の施策と 国際学術交流の全学的連携 組織的活動

連携協力によって 関連してＡＣ２１推進室の組織・ 部局固有の活動を支援する体制の構築を検

運営するＡＣ２１ 機能を、学内の他の国際交流関連 討し 「国際交流協力推進本部（仮称 」、 ）

推進室、評価情報 組織と連携しながら、整備する。 の構想を策定した。その核となる「国際企

分析室等の組織を 評価情報分析室については、種々 画室」を設置し、ＡＣ２１推進室との連携

整備・充実する。 の部局データの集約力を強化し、 体制を整備した。評価情報分析室は、情報

企画・立案のための機能を高め 収集・分析機能及び企画立案機能を強化す

３ 運営と学術のプ る。 るため、スタッフを増員した上で 「評価、

」 、 。ランニングに参加 運営と学術のプランニングのた 企画室 に改組・拡充し 副室長を置いた

できる専門職スタ めの専門職スタッフが必要な分野 その結果、部局データの集約力、企画・立

ッフの育成を図る 及び業務の範囲の検討を行うとと 案のための支援機能が高まった。役員会お。

もに、専門的業務に従事する者の よび教員定員運用委員会において、専門職

選考採用の基準について、検討を スタッフを必要とする業務ならびに年俸制

開始する。 等の人事的条件を検討した。選考基準の検

討に着手し、採用に向けての制度整備を進

めた。

４ 技術職員組織の 全学技術センターを立ち上げ、 全学の技術職員が所属する「全学技術セ

全学的な再編を図 全学に対する技術支援業務を遂行 ンター」を発足させ、本部機能を持つセン

る。 できる体制を整える。また、全学 ター室を設けて業務を開始した。センター

技術センターに人事委員会を設置 の概要および依頼方法とその流れを示すパ

し、個々の技術職員の業務評価を ンフレットを作成し、Webサイトを開設し

可能とする方策について検討す た 「業務依頼申請書 「業務報告書」の。 」、

る。 提出により、技術職員の業務実績記録を集

積した。
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３．人事の適正化に関する実施状況

中期 （人事方針）

目標 ① 公正で一貫性のある採用と昇進の基準を公開し、卓越した志ある教職員を

確保するような処遇を工夫する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１ 採用基準の明確 教員の採用にあたっては公募制 教員の採用に関し、ほとんどの部局が公

化と公開原則を確 の推進を図り、公募要領を関連学 募制を採用した。公募の際には、公募要領

立する。 会誌やホームページに掲載するこ を関係学会誌やWebサイトに掲載すること

となどにより応募資格の公開を実 により、応募資格を公開した。複数の部局

施する。また、透明性を高めるた で教員の採用・昇任基準を明文化した。

めに採用、昇任の基準を明文化し

公表することの可能性について、

検討を開始する。

２ 公募人事の比率 優秀な人材を確保するために教 教員の採用に関し、ほとんどの部局が公

を高め、他大学出 員の採用については公募を原則と 募制を採用した。

身者の比率をさら し、学術分野の特質に留意しつつ

に高めていく。 厳格な審査を行う。

３ 事務及び技術職 業務に必要とする資格の取得 技術職員の専門性の向上のため、法人化

、 、員の専門性の向上 等、専門性を向上させるための研 後も 地区合同の技術専門職員研修に９名

と改善のための支 修の受講を奨励するとともに、専 教室系技術職員研修に８名を参加させ、本

援と援助の制度を 門性に基づく職員の処遇の改善等 学独自にも技術研修会（213名参加）を実

整備する。 について検討する。 施した。また、事務系職員の専門性の向上

のために、特に資格を必要とするポスト等

については選考による採用を可能とし、医

学部附属病院において診療情報管理士を任

期付き職員として１名を選考した。

４ 男女共同参画の 教職員の募集に際してはポジテ 新たに文学研究科、工学研究科、生命農

推進を図り、女性 ィブ・アクションについて記載す 学研究科、総合保健体育科学センターにお

教職員の比率を高 るなど、女性教職員の比率を高め いて、公募要領や採用に関する申し合わせ

める。 るよう努める。 等に、ポジティブ・アクションをとること

を記載した。女性教員の比率に関する全学

調査および部局長ヒアリングを実施した。

５ 教員の任期制の 任期制を導入することが望まし ３部局において新たな任期制ポストを導

さらなる推進を図 いポストについて、各部局におい 入するとともに、役員会等で外部資金によ

る。 て検討を進める。また、外部資金 る任期付教員の採用について検討を進め、

による任期付教員の採用等、任期 年俸制を含めた制度設計を行った。また、

制教員の処遇のあり方について検 医学系部局の教員の半数近くが任期制を選

討を進める。 択したこともあり、任期付教員数は109名

増加し、125名となった。
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中期 （柔軟な人事評価システム）

目標 ② 雇用形態を多様化し、それぞれの形態に応じた適切かつ柔軟な人事評価シス

テムを整備する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

６ 教職員の人事評 これまで行ってきた特別昇給、 経営的観点から、管理職に対する特別昇

価の基準を整備し 勤勉手当を活用した優遇措置を引 給、勤勉手当優良者の決定を役員会におい、

業績を反映した透 続き行うとともに、公務員制度改 て行うことにし、現行制度のもとで可能な

明で公正な人事評 革における新しい人事評価の制度 限り効果的にインセンティブを付与するこ

価を行い、インセ 設計が示されるまでの間は、雇用 とにした。

ンティブを付与す 形態に応じた多様な人事評価制度 また、人事評価の在り方については、関

る。 の可能性について検討する。 係の委員会において検討を開始した。

中期 （人員（人件費）管理）

目標 ③ 中長期的な人事計画の策定と組織別職員の配置等を行うための適切な人員

（人件費）管理を行う。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

７ 全学運用定員の 全学運用定員の効果的な活用を 全学教員定員の５％を全学運用定員とし

確保と活用を行う 図る。また、事務組織の見直しを て流用し、その一部を新組織立上げや全学。

行い業務量に応じた適切な人員配 サービス組織等に配置するとともに、その

８ 新規事業等の実 置を検討する。特に、全学教員定 定員のより有効な活用方法について検討を

施に対応した教職 員の５％枠を運用定員として確保 開始した。事務組織の見直しを開始するに

員の計画的・効率 するための計画を立てる。全学運 あたり、事務改善合理化委員会の下で業務

、 、 。的な配置を行う。 用定員は、全学サービス組織や次 の見直しを行い 簡素化 省力化を進めた

世代を担う研究拠点への流用等、

重点配置に活用することを検討す

る。
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中期 （事務・技術職員の育成）

目標 ④ 法人化に対応して高度の専門性が必要とされる事務職員・技術職員の育成と

増員を図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

９ 国内と海外にお 高度専門職員を育成するため 各種派遣制度の利用による事務職員の海

ける職能開発研修 に、職能開発研修、民間派遣研修 外派遣に努めた（42名 。また、東海・北）

制度を設ける。 等の実施について検討を進める。 陸ブロック内の国立大学法人等との人事交

また、事務職員の海外研修制度の 流を新たな制度のもとで開始した。大学改

10 国内外の大学間 一層の充実を図るとともに、各種 革等に貢献できる人材の育成を目的に職員

での職員交流を増 派遣制度の利用により海外への派 高度専門研修を実施し、教育発達科学研究

やす。 遣を推進する。さらに、他の国立 科博士課程（前期課程）の高度専門職業人

大学法人等と人事交流を進め、職 養成コースを２名が修了した。

11 高度の専門性を 員高度専門研修としてこれまで実

修得させるために 施してきた「本学大学院教育発達

大学院プログラム 科学研究科博士課程（前期課程）

の研修機会を提供 の高度専門職業人養成コース」を

する。 活用し、教育改革、大学改革の推

進に貢献できる人材の育成にさら

に努める。

中期 （快適な教育研究・職場環境の確保）

目標 ⑤ 各種相談・診療体制を強化し、教職員にとって快適な教育研究・職場環境の

確保を図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

12 教職員の心身両 安全衛生委員会等において、職 法人化に際し東山地区事業場の産業医と

面のケアを行う体 場におけるストレスの要因の把握 して選任した２名に加え、新たにメンタル

制を強化し、教育 とメンタルヘルスケアの実施を検 ヘルスケア専門の１名を増員し、相談体制

研究・職場環境の 討する また 管理監督者 上司 の充実を図った。また、全国労働衛生週間。 、 （ ）

改善を図るための が行う職場環境等の改善策と職員 に、管理監督者を対象にメンタルヘルスケ

体制を整備する。 からの相談への対応策に関する教 ア講習会（75名参加）を実施した。

育・講習の充実を検討していく。

13 セクシュアル・ セクシュアル・ハラスメント相 セクシュアル・ハラスメント相談所のWeb

ハラスメントに関 談所のホームページを立ち上げ、 サイトを公開し、相談所、相談体制の周知

。 、する相談業務及び 相談所・相談体制の周知を図る。 を図った 相談所で相談内容等を分析の上

防止対策を促進す 苦情処理体制を教職員に周知し、 セクシュアル・ハラスメント防止対策委員

る。 部局窓口担当者、調停委員などの 会に報告し、防止対策・研修内容の立案に

苦情処理に関わる者に対しての講 役立てた。教職員に対するセクシュアル・

習を行う。さらに、教職員に対し ハラスメント防止研修会（延べ1,767名参

て講習会を実施するとともに、過 加）を実施するとともに、部局受付窓口担

去２年間の相談内容や対応の成果 当員の構成、任務を見直し、各研究科の窓

を解析し、研修や防止対策に役立 口担当員２名のうち１名は教授会構成員か

てる。 ら選出することとし、相談所と各研究科と

の連絡調整体制等を強化した。
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４．事務等の効率化・合理化に関する実施状況

中期 （事務体制の見直し）

目標 ① 大学の業務全般を見直し、職員の意識改革を図るとともに業務の効率化の

強化を目指す。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１ 事業内容に対応 事務改善合理化委員会において 事務改善合理化委員会の下に６つの専門

した事務処理体制 共通事務の集中化・情報化による 委員会を設置し、大学法人化の利点を活か

を構築するととも 合理化・簡素化・迅速化の方策を す事務改善に着手した（委員会開催数約30

に、共通事務の集 全学的に検討し、可能なところか 回、参加人数延べ206名 。その結果、改）

中化・情報化によ ら順次着手する。 善すべき業務として、136項目の提案があ

り事務処理の合理 り、そのうち69件を実現した。改善実施後

化、簡素化、迅速 においても、成果や問題点について検証を

化を図る。 行い、次年度以降の改善に繋がるよう取り

組んだ。

２ 職員の採用や人 事務系職員の採用にあたっては 法人化後の事務系職員の採用にあたり、

事交流等、共通性 東海・北陸地区内の国立大学法人 東海・北陸地区ブロック内に採用試験事務

の高い業務につい 等と共同で「国立大学法人等職員 室を設置し 「国立大学法人等職員採用試、

て地域の国立大学 採用試験」を実施する。また、経 験」を実施した。他の国立大学法人、共同

間で連携を図る。 営戦略の一環として、ブロック内 利用機関及び高専機構等と人事交流に加

の国立大学法人等と人事交流を行 え、新たに日本学生支援機構との交流を行

う。 った。

３ 外部人材の活用 現在実施されている外部委託の 平成13年度に実施した外部委託可能な業

を図る観点から、 運用状況を調査、点検し、それら 務についての調査結果を参考に、事務改善

外部委託が適切と を踏まえて新たな外部委託の可能 合理化委員会の各専門委員会において、外

判断される業務に 性を積極的に検討していく。 部委託可能な業務の洗い出しを行った。

ついては積極的に

外部委託を行う。
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Ⅲ．財務内容の改善

１．外部研究資金その他の自己収入の増加に関する実施状況

中期 （財源の多様化促進）

目標 ① 自主的かつ自律的な運営管理を行うために、国及び民間の様々な資金導入を

図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１ 名古屋大学の収 外部資金等の収入増を図るた 外部資金等への申請を促進させるため

、 、入として、外部研 め、政府補助金・財団等の公募に に Webサイト上での情報提供を充実させ

究資金、運営費交 関する情報収集、データベースの 研究者に対してｅメール等を通じて新規公

付金、附属病院収 構築、公募説明会、申請書類作成 募情報を的確かつ迅速に提供する体制を整

。 、入、学生納付金等 の補助等の申請時の支援を積極的 備した 産学官連携推進本部を中心として

多様な財源の確保 に行う。同時に、外部資金の導入 知的財産部創設シンポジウムの開催や 名、「

を図る。 を促進するための新たな方策を検 古屋大学の知的財産の取り扱い」の配布を

討する。さらに、特許取得、公開 通じて、特許取得を促すとともに、共同研

講座の開催、共同研究等の実施を 究および受託研究の促進を図った 「アカ。

促進するシステムを検討する。政 デミックプランの具体化に関するＷＧ」を

府の科学技術政策を先取りする大 中心に、２１世紀ＣＯＥプログラムへの申

型プロジェクトを重要項目として 請を戦略的に支援し、１件が採択された。

位置付け、本学としての戦略的提

案の支援体制を構築する。

中期 （自主財源の確保）

目標 ② 名古屋大学が独自な活動分野を維持し強化するために、自主財源の開拓を

積極的に進める。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

２ 社会との連携を 企業と大学の交流を促進するた 全学同窓会関西支部と共催で関西フォー

密にして寄附金の め、技術交流会、産学交流フォー ラム（約600名参加 、関東支部と共催で）

増加を図る。 ラム、研究シーズの展示会、研究 東京フォーラム2005（約250名参加）を開

室の公開などを検討する。組織的 催し、企業と大学の交流を促進した。研究

な交流を促進するため、企業との シーズ展示会として「名大テクノフェア」

包括連携等を実施する。同窓会を を開催した。

中心に寄附金の獲得に結びつく新 全学同窓会の協力を得て、産業界とのコ

たな方策を検討する。 ミュニケーションを促進し、社会連携体制

の強化を図ることを目的とした会費制によ

る「名古屋大学協力会」を設立し、企業会

員および個人会員の募集を開始した。
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、 、３ 寄附者に対する 寄附者に対して大学の研究動向 現在 寄附者に礼状等を送付しているが

受入手続きの簡素 の情報提供、広報誌の送付等の特 広報誌等の送付を検討した。寄附金の納入

化に配慮した寄附 典の供与を検討する。 方法を郵便為替およびコンビニ収納とし、

受入システムを整 寄附金納入方法として、郵便振 振込手数料も本学負担とした。

備する。 替、コンビニ収納等の多様化を検

討する。

４ 大学の保有する 大学の研究活動から生じた発明 知的財産部は、特許申請から活用まで中

施設・知的財産等 などの知的財産の権利化と活用を 部ＴＬＯと連携して一元的に処理する等、

を活用して自主財 知的財産部において一元的に実施 本格的な活動を開始した。知的財産部創設

源の増加を図る。 する。そのために、コーディネー シンポジウム、専門家向けセミナー、特許

、 、ター等の人材を配置し、研究者の 基礎セミナー 学部教授会等での説明会等

知的財産の創出に対する関心を高 知的財産の取り扱いについての各種啓発セ

めるための各種啓発セミナー等を ミナーを開催した。教職員向けに「名古屋

実施する。さらに、自主財源の増 大学知的財産戦略 、企業向けに「名古屋」

加を図るために、専門家（企業） 大学における知的財産の取り扱い」のパン

向けセミナー、研究会情報の有料 フレットを作成し配布した。学内施設の積

提供や学内施設の積極的な開放等 極的開放については、名古屋コンベンショ

を検討する。 ン・ビューローと協議を開始した。
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２．経費の抑制に関する実施状況

（効果的なコスト管理と資金運用）

中期 ① 優れた成果を実現するための重点投資の原則と、少ない資金で優れた成果を

目標 維持する効率的コストの原則の両面を奨励し、それに沿って大学の資金運用を

図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１ 安全かつ収益性 外部格付け、自己資本比率等に ペイオフ全面解禁に対応し、定期性預金

に配慮した資金運 よる預託先金融機関の監視基準を については、外部格付け・自己資本比率等

用を実現する仕組 作成し、金融機関の破綻危険への による預託先金融機関の監視基準（定期性

みを構築する。 対応策を策定する。また、余裕資 預金についての判断基準）を作成した。金

金となる奨学寄附金の運用による 融機関の破綻危険への対応として 「預託、

諸課題（利息等の取扱い等につい 先銀行の財務健全性に対応した預金行動」

ての学内ルールの確立）について を策定した。資金運用に関する諸課題を検

検討する。 討するとともに 「奨学寄附金余裕金の当、

面の運用方針」を決定し、国債での運用を

開始した。

２ 適正な評価指標 適正な評価指標に基づく効率的 評価指針に基づく効率的な「教育研究活

に基づき効率的資 な資金配分の方策として、当面、 性化経費」の配分方策として、大学院学生

金配分を実現する 傾斜配分を実施する。(1)大学院 充足率（前期・後期 、学位授与率、科学。 ）

学生充足率（前期 、(2)大学院 研究費補助金申請率、科学研究費補助金採）

学生充足率（後期 、(3)学位授 択率の５項目に基づき傾斜配分を実施し）

与率、(4)科学研究費補助金申請 た。教育面での新たな評価項目について財

率、(5)科学研究費補助金採択率 務委員会において検討し、文系・理系共通

を評価項目として採用し、さらに の指標について今後も継続し検討すること

教育面での新たな評価項目（各部 とした。

局共通の指標となり得るもの）等

の導入について検討する。

３ 教育研究に必要 施設マネジメント委員会におい ＯＡ機器、電灯、空調機等の節電により

な経費の充実に努 て策定した省エネルギー対策を徹 エネルギー経費を10％相当節約した。料金

めるとともに、エ 底するとともに、後納郵便の大口 後納郵便、ガス大口供給契約、契約電力・

ネルギー等の経費 個別契約や携帯電話の通話割引サ 複写機賃貸借契約等の見直しを実施するこ

の効率化、省力化 ービスなどの検討を行う。 とにより、4,500万円の経費を節減した。

を進め、管理的経

費の抑制を図る。
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３．資産の運用管理の改善に関する実施状況

中期 （全学的視点での施設マネジメント）

目標 ① 土地・施設を全学的視点で一体的・戦略的に整備・維持管理し、部局を超え

た流動性を確保する計画・評価・管理の体制を確立する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１ 既存の委員会、 施設整備・環境保全・安全防災 施設・安全委員会の下に、施設マネジメ

専門部会及び事務 ・防犯等に係る施設マネジメント ント委員会、安全衛生総括委員会、環境安

組織を見直し、全 が適切に行えるように既存の全学 全防災委員会の３部門体制へと再編した。

学的・専門的な組 的委員会の見直しを図り、体制を 管財業務および施設業務等に関する事務組

織に再編・整備し 構築する。また、資産の有効活用 織を見直し、施設整備課内に環境管理室を、

効率的な施設管理 及び維持管理等を効率的に実施す 設置した。

、 。を行う。 るため 事務組織の見直しを図る

２ 基本方針を策定 施設の実態の把握と総括的な点 施設点検評価推進室および施設点検評価

するため、土地及 検・評価及びデータベースの閲覧 部会を再編した 「施設実態調査ホームペ。

び施設の運用評価 システムを維持・充実及び運用す ージ」を開設し、既存施設の実態および利

システムを確立し るため、施設点検評価推進室及び 用状況に関するデータベースの閲覧システ、

利用状況に関する 施設点検評価部会を再編する。ま ムの運用を開始するともに「点検評価報告

データベースの充 た、運用評価システムを構築する 書」を作成した。

実を図る。 ための基礎資料を収集する。

３ すべてのキャン 「キャンパスマスタープラン200 「キャンパスマスタープラン2001」に基

パスの土地・施設 1」に基づく施設整備及び施設管 づき施設整備及び施設管理を推進し、経済

を有効活用する計 理を推進するとともに、東山キャ 学研究科棟の改修、附属病院中央診療棟の

画を策定し、推進 ンパスの共同教育研究施設地区の 新築を行った 「キャンパスマスタープラ。

」 、する。 有効活用計画に着手する。また、 ン2005策定に関する検討ＷＧ を立ち上げ

「新キャンパスマスタープラン」 作成の準備に取りかかった。共同教育研究

の策定に向けて準備作業を行う。 施設地区の有効活用計画作成にも着手し

た。

さらに「全学共同利用スペース」につい

て、学内公募を実施し活用を図った。



- 51 -

中期 （施設の整備及び維持管理の財源確保）

目標 ② 安全で快適なキャンパス環境を実現するための施設設備及び維持管理の財源

確保を図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

４ 施設の整備と維 現状施設等の「要修繕箇所（負 現状施設等の調査を行い、施設の整備・

持管理のための多 の資産 」の調査を実施し、修繕 修繕等の計画を立案した。施設管理部を中）

様な財源を確保し に必要な経費の把握に努める。ま 心に、財務部、研究協力・国際部等と連携、

必要な予算配分を た、施設の整備・修繕等を計画的 させ、必要な予算措置を行い、整備を開始

行う。 及び効果的に実施するために、長 した。

期的修繕計画を立案し、その実行

に向け、関連部署と連携を図り、

多様な財源の確保と新たな予算配

分手法について検討する。

５ 新しい財源確保 関連部署とも連携し、多様な財 施設整備費補助金、施設費交付金、競争

の手法を導入し、 源の確保及び外部資金による施設 的資金の間接経費、寄附金、特許収入等、

施設整備を推進す 整備の可能性と新たな整備手法に 多様な財源を確保した。特に、特許収入に

る。 ついて検討する。 よる赤﨑記念研究館の整備計画を策定し

た。

６ 維持管理を一元 「施設等維持管理に関する検討 「施設等維持管理に関する検討ＷＧ」に

的・効率的に推進 ワーキンググループ」を再編し、 現場担当者を加えて再編し、各部局施設の

する。 施設等維持管理の現状把握と評価 現状を把握して、課題を抽出した。これに

及び課題を抽出する。また、適切 基づき、業務の集約化を検討し、平成17年

な施設等維持管理の実施方針等の 度からの自動扉保全業務の一元化、エレベ

策定に着手する。 ーター保守業務の複数年度契約等の実施を

決定した。
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Ⅳ．自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供

１．評価の充実に関する実施状況

中期 （客観的な評価体制の確立）

目標 ① 第三者評価等を含む多面的評価を行うことによって、評価の客観性を高め、

大学運営の改善に活用する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１ 目標・計画の立 計画・評価委員会と将来構想委 計画・評価委員会の下に全学計画・評価

案とその成果に関 員会とが連携を取りながら、担当 担当者会議および計画・評価小委員会を設

する評価を行う全 理事の下で評価項目の精査を含め 置し、全学評価体制の強化を図った。作業

学体制の強化を図 て評価体制構築の準備を開始す に際しては、計画・評価小委員会および評

る。 る。また、国際的レベルでの教育 価企画室（旧評価情報分析室）から、組織

・研究拠点としての活動計画に資 縦横断的な「全学計画・評価作業チーム」

するために、 International を編成した。事務部には、目標・計画・評

Advisory Board 国際諮問会議 価を担当する大学評価掛を設置した。（ ）

を設けることを検討する。 International Advisory Board（国際諮

問会議）は全学の研究を評価し、活性化に

つなげることを目的として高等研究院に置

くこととした。

「 」２ 多面的な評価に 評価情報分析室の運営体制を見 評価情報分析室を改組して 評価企画室

対応するために、 直しつつ、大学の教育、研究、社 とするとともに、新しく副室長（助教授１

評価情報分析室を 会貢献等の推進、及び企画策定の 名）を加え、自己点検・評価への支援体制

中核とした、全学 ために必要となるマネジメント情 を強化した。計画・評価委員会の下に置い

マネジメント情報 報の収集並びに分析システム構築 た全学計画・評価担当者会議を通して、学

システムの整備・ を強力に推進し、評価情報として 問分野の広がりを俯瞰し、全学的にとりま

、 、充実を図る。 の活用に資する。計画・評価委員 とめるため 各部局の中期目標・中期計画

会を軸に各部局における自己評価 年度計画、実施状況を集約する「共通書式

３ 上記の全学体制 の実施状況を踏まえて、マネジメ による計画・評価データ集積・統合システ

及びシステムに基 ント情報に基づいて自己点検・評 ム」を試作し、活用した。収集したデータ

づいて、全学自己 価する方法について検討を開始す を自在に活用し、全学計画に結びつけるた

点検・評価の一層 る。 めの「文書共有システム」などの計画策定

の充実を図る。 支援ツールを開発した。

４ 第三者評価機関 大学評価・学位授与機構を始め 教養教育院に対する試行評価結果を代表

による評価を大学 とする第三者機関による試行評価 事例として取り上げ、教養教育院と評価企

運営の改善に活用 結果を詳細に分析し、全学及び各 画室とが協力して「実施体制 「教育課」、

する。 部局の運営改善への方向を検討す 程の編成 「教育方法 、および「教育の」、 」

る。 効果」の４つの項目に対する評価結果を整

理し分析した。



- 53 -

２．情報公開等の推進に関する実施状況

中期 （情報公開体制の整備）
目標 ① 社会に対する説明責任を果たすために、管理運営・教育研究に関する情報

公開を促進する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１ 大学の管理運営 これまでの情報公開制度の運用 国立大学法人法が定める公表すべき事項
に関する情報開示 状況について 点検 調査を行い にとどまらず、以下のような教育研究に関、 、 、

の体制を整備し、 国立大学法人法が求める管理運営 する多様な情報の発信を、Webサイトなど
管理運営の透明性 ・教育研究に関する情報開示にと を活用して行った（学生数、入学状況、卒
を高める。 どまらず、名古屋大学の情報開示 業・修了者、卒業後の状況、留学生、国際

の一層の強化を図る。 交流、社会連携、財政、科学研究費補助金
および寄附金等受入状況等 。）

２ アーカイブス機 大学文書資料室の施設を充実 大学文書資料室を移転し、学内外からの
能を整備し、現在 し、事業計画に即した諸活動を実 アクセスの向上、書庫面積の拡充、一部バ
までに蓄積された 施する。また、大学文書資料室に リアフリー化、24時間警備システムの導入

教育研究活動の成 よる支援を得ながら、法人文書の 等施設充実を図った。文書資料室の特色を
果を提供する。 保存期間の見直しを図るととも 活かした全学教養科目「名大の歴史をたど

に、本学における文書管理の基本 る 「文書資料と情報公開」を開講し、」、

方針の策定及び文書管理システム 総長も講義を担当した 『名大史ブックレ。
の構築を進める。 ット （９号、10号）や 『ちょっと名大』 、

史（総集号 』などを刊行し、全学同窓会）

総会および関西フォーラムにおいて記念展
示等を開催した。文書管理の基本方針とし
て「半現用文書」概念を積極的に活用する
「シームレス型記録管理システム」の導入

を検討し、第１段階として評価版を完成さ
せた。

中期 （知的活動による成果の広報）

目標 ② 大学における知的活動の成果の広報活動を積極的に推進し、大学と社会の

双方向の交流を促進する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

３ 全学広報体制の 全学と各部局の間での広報の連 様々な広報関連情報を一元的に取り扱う
整備と強化を図る 携と役割分担を検討し、デジタル ための広報体制の整備・強化を検討し 広。 、「

情報やコンテンツの著作権を含め 報推進室（仮称 」の設置を決定した。広）

た一括管理など効果的広報が行え 報誌（名大トピックス）のリニューアル、
るように、人材の育成を含めて全 広報用ＤＶＤ（高校生向け）の作成 「高、
学広報体制の整備に着手する。 校生向けWebワンページ」の開設準備等を

行った。

４ 学内外における 学内広報拠点としての広報プラ 広報プラザでの広報資料による本学の紹

広報拠点の設立及 ザの有効な活用を検討するととも 介、模擬授業、特徴的な建物の見学等によ
び充実を図る。 に、学内外における新たな広報拠 り、本学に対する理解を深める効果的な広

点の設立に向けた準備を開始す 報活動を行った。広報プラザの一部を「全

る。 学同窓会ラウンジ」とし、同窓生への情報
発信の場として活用することを決定した。
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Ⅴ．その他業務運営に関する重要事項

１．施設設備の整備・活用等に関する実施状況

中期 （インフラストラクチャーの基本的機能の確保）

目標 ① 大学における様々な活動が円滑に展開でき、知的静謐の場としてのキャン

パスとなるよう、インフラストラクチャーの整備・充実を図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１ 交通計画を見直 地下鉄の開通に伴う、学生・教 土日、夜間（18:00～）の入構ゲート閉

し、屋外環境の体 職員・一般市民等の「人の流れ」 鎖により、許可者のみの入構となり、不法

系的整備を推進す 及び本学へ入構する「車・自転車 駐車はほぼ解消した。名城線全線開通に伴

る。 等の流れ」等について現状を調査 い交通専門委員会で現状を調査し、入構が

・把握するなど、交通計画立案の 許可される住居区域の見直しを行い、平成

ための基礎データを収集する。 17年４月からの実施を決定した。

駐輪場の現状を調査し、放置自転車の処

分等を行った。

２ 緑化の推進計画 安全と景観の両面から、枯死樹 約300本の枯死樹木の伐採を実行した。

とともに植栽の維 木の伐採を順次実施する。また、 東山地区の通行支障樹木、外灯の照度障害

持管理計画を策定 風致地区規制（東山地区）による 樹木の剪定も併せて実施した。

する。 緑被率 及び地区計画 鶴舞地区 地区計画（鶴舞地区）による緑化率等の、 （ ）

による緑化率等の規制に基づいた 規制に基づき、敷地全体の緑地面積を30％

緑化計画を立案する。 以上とする緑化計画を立案した。

３ 研究・教育に必 給水管・下水管・ガス管・電力 管理図面と現況の照合による確認作業、

要な水・ガス・電 線・通信線等の現状を調査及びデ データベースの整備等、インフラ整備計画

気等の安全かつ安 ータ分析し、より安定供給が可能 を推進した。

定的な供給を図る なインフラ整備計画に着手する。。

４ 東山、鶴舞、大 各キャンパス間の連携を強化す 地下鉄の環状化開通に伴う各団地間移動

幸キャンパスの連 るための基礎資料を収集し、施設 の時間短縮を背景にした施設の共有化およ

携を強化するため の相互利活用の具体的な方策を検 び相互利用について「キャンパスマスター

の計画を策定する 討する。 プラン2005策定に関するＷＧ」で具体的方。

策を検討した。

携帯電話のアンテナ基地局の整備に協力

し、無線情報ネットワ－クによる各キャン

パス間の連携を強化した。
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中期 （地球環境保全に配慮したキャンパス）

目標 ② 地球環境を保全するために、環境負荷低減と省資源化を推進する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

５ 環境保全計画を 東山団地、鶴舞団地の主な建物 エネルギー使用の多い東山団地３棟、鶴

策定し、点検評価 の省エネルギー診断を実施し、エ 舞団地４棟の使用状況調査結果から、省エ

体制を整える。 ネルギー原単位としての基準値を ネルギーを図る方策を実施した。エネルギ

設定し、消費抑制等の環境保全計 ー原単位の基準値を設定し、環境保全計画

画の策定準備作業を行う。 の策定準備作業を行った。

６ 省エネ法を踏ま 東山団地、鶴舞団地の各団地ご 東山団地等主要５団地の月別エネルギー

えた全学的なエネ とのエネルギー管理を一元的・効 データの収集・分析結果をWebサイトで学

。「 」ルギー管理体制を 率的に推進するため、エネルギー 内公開した エネルギー専門委員会ＷＧ

強化する。 データを収集・分析し、使用エネ 等で東山団地・鶴舞団地の「エネルギー管

ルギーの適正管理を実施する。ま 理標準」を策定した。

、 、た エネルギー管理標準を策定し

、 。全学の職員 学生への啓発を図る

７ 大気・水質の管 大気の管理に関しては、教育研 局所排気装置（ドラフトチャンバー）の

理を徹底する。 究活動から発生する排気ガスによ 定期自主検査を実施した。実験系排水の全

、 。り大気を悪化させないために、局 pH計を点検し 改善・増設工事を実施した

所排気装置 ドラフトチャンバー 維持管理と構成員の意識向上を徹底するた（ ）

の維持管理を徹底する。水質の管 め、大学のWebサイトで連続モニター記録

理に関しては、実験系排水のpHを を公開した。鏡が池の水質検査を２回、実

連続的にモニターするシステムを 験排水モニタ－桝の水質検査を１回実施し

強化し、常時監視する。また、年 た。

２回の水質検査を行う。

８ 廃棄物の減量、 平成12年の「名古屋大学ごみ減 ごみの減量化と分別回収の一層の徹底の

ごみを含めた回収 量化宣言」に基づいたこれまでの ため、第４回環境安全防災委員会で周知す

・廃棄（再利用） 取り組みを踏まえ、資源化できな るとともに各部局事務系担当者を対象に意

システムの整備を い可燃ごみの一層の減量化に取り 見交換会を開催し、意識の向上を図ったこ

進める。 組むための活動を強化する。 とにより可燃物・不燃物ごみを約16トン減

量した。
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中期 （社会に開かれたキャンパス）

、 、目標 ③ 構成員の自立的・自発的な教育研究・交流活動 地域連携・産学官連携協力

国際交流等、多様な知の交流に資するスペースの確保と充実を図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

９ 産学官の連携活 必要なスペースについて、現状 現状施設の利用状況・満足度等を施設管

動 国際交流活動 施設の利活用の可能性を検討する 理部Webサイトを通じて調査し、その結果、 、

一般市民への公開 ため、施設の利用状況等の実態を を同Webサイトで公開した。

講座・生涯学習等 把握する。

に必要なスペース

を学外施設の利活

用も視野に入れて

整備する。

10 歴史的遺産と自 自然環境の保存を目指した環境 自然環境保存のための環境整備について

然環境の保存に配 整備を引き続き進める。また、豊 は、マスタープランに基づいた整備を進め

慮したキャンパス 田講堂・旧古川資料館等の歴史的 た。老朽化の著しい豊田講堂の機能強化も

整備を行う。 遺産を保存するための基礎データ 含めた再生計画を立案した。 古川記念館

の収集や建物調査を行う。方針の （旧：古川資料館）については、歴史的遺

策定及び文書管理システムの構築 産としての価値を示すため、建物建設の来

を進める。 歴銘板を設置した。

11 芸術文化を通し 芸術文化を通した「知の継承・ 施設・安全委員会の下に「トヨタ創知交

た知の創造の拠点 知の創造・知の交流」の促進を図 流プラザ(仮称）計画推進検討ＷＧ」を設

整備を推進する。 るための施設計画を施設マネジメ 置し、豊田講堂を核としたトヨタ創知交流

ント委員会の下で総合的に検討を プラザ(仮称）の計画を立案した。また、

進める。 整備実現のため、外部資金の導入の検討に

入った。

12 施設のバリアフ 既存施設のバリアフリー対応状 新築・改修した建物は、すべてバリアフ

リー化に関する整 況から、改善内容・優先度等を勘 リー化を実施した。既設の附属学校校舎に

備指針及び整備計 案し、必要な改善措置をまとめ、 ついても、バリアフリー化を実施した。

画を策定し推進す 整備指針及び整備計画策定に着手

る。 する。
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中期 （教育研究スペースの確保・活用及び維持）

目標 ④ 世界屈指の知的成果を生み出す創造的な研究活動と自発性を重視する高度な

教育実践に資するスペースを、戦略的に確保し充実を図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

13 保有施設を最大 建物の新営時及び改修時におけ 附属病院中央診療棟の新営工事を継続

限に活用し、プロ る全学共用教育研究スペースの確 し、総合研究棟（法・経Ⅱ期）の改修を実

ジェクト型の研究 保・運用を引き続き行い、プロジ 施した。総合研究棟には学生向け学習ゾー

や競争的資金によ ェクト型や競争的資金による研究 ンおよびアメニティ空間等スペースを確保

る研究のためのス の促進を図る 「 法経）総合研 した。工学部の改修計画で教育研究の効率。（

ペースを確保する 究棟改修及び附属病院中央診療棟 的運用を図るため、施設の再配置を実施し。

新営 継続 の整備を実施する た。（ ）」 。

14 「緊急整備５か また、年次計画に基づき、計画遂

年計画及びその後 行に向けての作業を行う。平成16

の国の整備計画」 年度に整備する建物については、

に基づいた施設の 学生向け学習ゾーン及びくつろぎ

整備を推進し、教 空間等に資するスペースの確保・

育研究施設の適正 充実に努める。

な確保と配置、及

び部局の再配置を

推進する。

15 学生向け学習ゾ

ーンの設置を検討

し、また構成員の

アメニティーに資

する施設の充実を

図る。

16 男女共同参画を 男女共同参画報告書 2003年度 男女共同参画報告書（2003年度）に基づ（ ）

促進するための環 に基づき 大学構成員はもとより き、すべての教職員・院生・留学生・外国、 、

境整備を進める。 地域社会への貢献等も視野に入れ 人研究者を対象とした「保育所」の設置を

た環境整備・改善等に係る懸案事 決定し、建設候補場所を選定した。

項を整理し、具体的な支援策の検

討に着手する。
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２．安全管理に関する実施状況

中期 （安全なキャンパスの整備・維持）

目標 ① 教育研究・交流活動が安全に遂行されるように、施設及び屋外環境の防犯・

防災対策並びに化学物質・放射線等の管理システムを強化する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１ 耐震診断に基づ 法人化に伴い、新たに財務省か 財務省から移管された「職員宿舎」のう

く耐震補強を推進 ら移管された「職員宿舎」の耐震 ち、昭和56年以前の建物である杁中住宅3

する。 診断を推進し、耐震補強計画及び 棟および平針住宅１棟の耐震一次診断を実

年次計画を検討する。 施し、耐震補強計画を策定した。一部の部

局においては、測定機器など重量物の耐震

対策状況を調査し、固定化に着手した。

２ 防犯・警備体制 各キャンパス毎に防犯・警備体 部局単位の警備・防犯体制の現状につい

、 。及びセキュリティ 制の実態について調査し、現状を て調査し ５部局の警備体制を一元化した

システムの強化を 把握するとともに課題を抽出す

図る。 る。

３ 毒劇物、化学物 毒劇物及び化学物質に関して 名古屋大学化学物質管理システム(Ｍａ

質、核燃料物質、 は 「名古屋大学化学物質管理シ ＣＳ ＮＵ)の本格運用を開始した。核燃、

放射性物質等の管 ステム（ＭａＣＳ ＮＵ 」を全 料物質（国際規制物質）については、全国）

理体制を強化する 学的に運用開始し、購入量・使用 の大学に先駆けて、管理台帳をオンライン。

量及び保管量等の 管理の一元化 データベース化し使用部局が購入量・保管「 」

を目指す。また、核燃料物質及び 量等を直接入力することにより、管理の一

放射性物質に関しては、担当する 元化を図った。安全管理強化のため、アイ

部局等において管理体制の一層の ソトープ総合センターの監視カメラを更新

充実を図る。 し、東山地区のコバルト60照射室の改修を

行った。

４ 災害対策室の充 災害及び事故等に対応するた 「環境安全防災委員会」を設置し、環境

実等、災害及び事 め 環境安全防災委員会 仮称 安全の確保に関する基本方針及び実施方策、「 （ ）」

故に対する防災体 を立ち上げる。災害対策に係る啓 等の検討を開始した この委員会の下に 自。 「

制・危機管理体制 発教育・指導等を実施し、防災マ 然災害対策等専門委員会」を設置するとと

を整備する。 ニュアルの作成に着手する また もに「名古屋大学自然災害対策規程」を整。 、

学内防災無線システムの機能を点 備した。自然災害等に関する情報を提供す

検整備・拡充し、これを併用した るため 「環境安全防災に関する情報」を、

災害情報伝達方法を検討する。 Webサイトに掲載して情報の一元化を図っ

た。東山・鶴舞・大幸地区の防災無線シス

テムを拡充・整備し、地震防災訓練におい

て、一斉同報訓練、情報伝達訓練を実施し

た。併せて、防災研修を実施した。
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５ 労働安全衛生法 「名古屋大学安全衛生管理規程」 名古屋大学安全衛生管理規程を制定し、

を踏まえた安全衛 を制定し、労働安全衛生法に基づ ５事業場の安全衛生委員会と、その連絡調

生管理・事故防止 き、５事業場（東山・鶴舞・大幸 整機関として安全衛生総括委員会を設置し

に関する全学的な ・東郷及び豊川地区）に労働安全 た。衛生管理者による巡視要領、災害（事

安全衛生管理体制 衛生委員会を組織する。また、５ 故）の分類・報告書の様式・原因調査の仕

を維持・強化する 事業場の活動状況の情報を交換 組み等を決定した。安全衛生担当理事によ。

し、全学の安全衛生の水準向上を る５事業所の巡回を通じ、安全衛生総括委

図るために 安全衛生総括委員会 員会による決定事項の遵守状況を確認し、「 」

を組織する。 安全管理の水準向上を図った。

６ 改善を要する実 労働安全衛生法及び労働基準監 労働安全衛生法及び関係法令に基づき、

験施設等の改善計 督署の指導・助言により、実験施 ドラフトチャンバー等の点検を行い、実験

画を策定し、整備 設等の実態調査を継続し適法状態 施設の安全を確認した。より安全な実験施

をする。 を維持する。また、緊急整備５か 設整備のため、緊急整備５か年計画に係る

年計画に係る老朽化改修対象建物 老朽化改修対象建物について概算要求を行

については、概算要求を継続し、 った。

目指すべき水準に向けた実験施設

等の整備を推進する。

７ 学生に対する安 年度始めのガイダンスにおいて 年度ガイダンスおよび実験実習の事前説

全教育及び実験補 安全衛生に関する指導 意識啓発 明会で、安全衛生教育を実施した 「安全（ ） 。

」 、助者を対象とする を行い、学部１年次又は２年次に 衛生に関する情報 をWebサイトに掲載し

研修等を定期的に 開講される実験や実習に先立ち、 「安全の手引き」に関するコーナーを設け

行う。 安全衛生教育を実施する。高学年 全構成員に広く周知を図った。

生・大学院生及び教職員を対象に 学生のレーザー事故を受けて、事故再発

行う廃棄物取扱講習会において、 防止のため事故調査委員会を設置した。

安全教育を実施する。
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Ⅵ．予算（人件費見積含む 、収支計画及び資金計画。）

（単位：百万円）１．予算

区 分 予算額 決算額 差額

）(決算－予算

収入 76,619 77,958 1,339

運営費交付金 36,195 36,195 0

施設整備費補助金 752 749 △3

船舶建造費補助金 0 0 0

施設整備資金貸付金償還時補助金 9 29 20

国立大学財務・経営センター施設費交付金 1,205 1,162 △43

自己収入 27,770 27,738 △32

授業料及び入学金及び検定料収入 9,189 7,909 △1,280

附属病院収入 18,330 19,483 1,153

財産処分収入 0 0 0

雑収入 251 346 95

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 4,785 6,192 1,407

長期借入金収入 5,903 5,893 △10

目的積立金取崩 0 0 0

計 76,619 77,958 1,339

支出 76,619 76,199 △420

業務費 59,930 58,445 △1,485

教育研究経費 36,946 35,595 △1,351

診療経費 16,916 17,482 566

一般管理費 6,068 5,368 △700

施設整備費 7,860 7,804 △56

船舶建造費 0 0 0

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 4,785 5,877 1,092

長期借入金償還金 4,044 4,073 29

国立大学財務・経営センター施設費納付金 0 0 0

計 76,619 76,199 △420

（単位：百万円）２．人件費

区 分 予算額 決算額 差額

）(決算－予算

人件費（承継職員分の退職手当は除く） 36,075 35,333 △742
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（単位：百万円）３．収支計画

区 分 予算額 決算額 差額

）(決算－予算

費用の部 68,915 75,402 6,487

経常費用 68,915 70,110 1,195

業務費 59,681 59,166 △515

教育研究経費 4,416 8,268 3,852

診療経費 12,594 9,751 △2,843

受託研究経費等 3,208 2,969 △239

役員人件費 163 154 △9

教員人件費 24,422 22,846 △1,576

職員人件費 14,878 15,178 300

一般管理費 3,842 3,248 △594

財務費用 1,241 1,252 11

雑損 0 1 1

減価償却費 4,151 6,443 2,292

臨時損失 0 5,292 5,292

収益の部 70,655 79,185 8,530

経常収益 70,655 73,932 3,277

運営費交付金収益 35,281 34,598 △683

授業料収益 7,497 7,815 318

入学金収益 1,215 1,243 28

検定料収益 286 262 △24

附属病院収益 18,330 19,717 1,387

受託研究等収益 3,208 2,969 △239

寄附金収益 1,487 1,794 307

財務収益 3 11 8

雑益 251 1,666 1,415

資産見返運営費交付金等戻入 67 30 △37

資産見返寄附金戻入 5 173 168

資産見返物品受贈額戻入 3,025 3,654 629

臨時利益 0 5,253 5,253

純利益 1,740 3,783 2,043

目的積立金取崩益 0 0 0

総利益 1,740 3,783 2,043
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（単位：百万円）４．資金計画

区 分 予算額 決算額 差額

）(決算－予算

資金支出 81,692 134,625 52,933

業務活動による支出 63,253 63,002 △251

投資活動による支出 9,322 58,910 49,588

財務活動による支出 4,044 4,928 884

翌年度への繰越金 5,073 7,785 2,712

資金収入 81,692 134,625 52,933

業務活動による収入 68,750 84,139 15,389

運営費交付金による収入 36,195 36,195 0

授業料及び入学金及び検定料による収入 9,189 7,908 △1,281

附属病院収入 18,330 19,434 1,104

受託研究等収入 3,208 3,078 △130

寄附金収入 1,577 6,996 5,419

その他の収入 251 10,528 10,277

投資活動による収入 1,966 44,593 42,627

施設費による収入 1,966 1,911 △55

その他の収入 0 42,682 42,682

財務活動による収入 5,903 5,893 △10

前年度よりの繰越金 5,073 0 △5,073

注）前年度よりの繰越金については、区分変更により期中の収入としたものである。
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Ⅶ．短期借入金の限度額

該当なし

Ⅷ．重要資産を譲渡し、又は担保に供する計画

附属病院中央診療棟新営に必要となる経費の長期借入れに伴い、本学中央診療棟の敷地（学校

用地６６，３３９㎡）について、抵当権設定した。

（抵当権者 独立行政法人国立大学財務・経営センター）

Ⅸ．剰余金の使途

該当なし

Ⅹ．その他

１．施設・設備に関する状況

施設・設備の内容 決定額（百万円） 財 源

・附属病院中央診療棟 総額 7,804 施設整備費補助金 （ 749）

・東山団地総合研究棟改修 船舶建造費補助金 （ 0）

・小規模改修 長期借入金 （ 5,893）

・災害復旧工事 国立大学財務・経営センター施設費交付金

（ 1,162）

２．人事に関する状況

１．外部資金による年俸制給与制度を導入し、優秀な職員の確保に努めるほか、現行制度の下で

より効果的なインセンティブ付与を配慮しつつ、経営的観点をもって、特別昇給、勤勉手当を

活用した優遇措置については役員会の下で行うこととした。

２．新たな任期制ポストを導入するとともに、年俸制を含めた制度設計。

その結果、任期付教員数は法人化前と比して109名増加し125名となった。

３．全学教員定員の５％を全学運用定員として流用し、新組織の立ち上げや全学サービス組織等

に配置するとともに、その定員のより有効的な活用方法について検討を開始した。また、事務

職員の専門性の高いポストについては、任期付き正職員として１名を、選考採用基準を設けて

公募により採用した。なお、事務組織の見直しについては、事務改善と併せて事務改善合理化

委員会の下で検討を開始した。

４．国立大学法人等と引き続き人事交流を行った。また、大学改革等に貢献できる人材の育成を

図るため、職員高度高度専門研修として「本学大学院教育発達科学研究科（前期課程）高度専

門職業人養成コース」を２名が修了した。
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ⅩⅠ．関連会社及び関連公益法人等

１．特定関連会社

該当なし

２．関連会社

該当なし

３．関連公益法人等

関連公益法人等名 代表者名

財団法人 共済団 理事長 大嶽 耿二

( H.17.4.1～ 今井 勝 ）

財団法人 名古屋大学出版会 理事長 岩坂 泰信

( H.17.4.1～ 金井 雄一 ）


